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て
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。
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◎◎ベベ仁ト岬

ｏ
ｏべ

ｏ
ｏ仁ｏ

ミ
↓
ｖ
■
涛
鷺
糖
』
．
后
蔦

戴
饒
．
「
コ
ｅ

ｄ
涛
爵
枯

薄宕
ｏ
◎Ｈ

旨
－
お

お
Ｏ－

８

畠
ト

ミ
ｏ
◎

８
ｍ

心
ｏ
ｏ
ｏ

Ｎ
０
〇
一

ミ
ｏＮ

塞

畠
０

８
蜆

８
０

轟
○
ｏ

轟
Ｏ心

８

ｓ
ｃ
ｏ

曽
◎
ｏＮ

宝

ｓ
ｏ

畠
＠

８
Ｈ

引

津

キ
黒
一
、

護
　
窒
と

（
青
高
１
１
７
＼
）

ピ
８
９
０
。
昌

ド
ｓ
９
富
◎

ド
・
。
０
０
、
邊

ド
睾
９
閉
邊

Ｎ
－
Ｏ
Ｏ
Ｏ
べ
－
］
．
Ｏ
り

○
ｏ
Ｌ
鼻
Ｎ
８

ｃ
○
』
Ｈ
◎
』
ｓ

ｏ
〇
一
竃
９
旨
ｏ

Ｏ
Ｏ
－
Ｏ
ｏ
り
Ｏ
ｏ
、
仰
Ｏ
Ｏ
Ｏ

ｏ
ｏ
，
８
し
観

ト
Ｌ
豪
Ｌ
邊

ト
８
戸
ｓ
Ｈ

　
ｍ
｝
べ
○
］
．
－
Ｎ
Ｏ
］
．

○
し
○
○
』
お

べ
し
尋
８
ｍ

ｏ
〇
一
ｓ
９
冒
○

ｏ
〇
一
零
ト
ミ
ベ

ｐ
轟
ド
ｏ
．
ｏ
。
べ

］
Ｉ
Ｏ
－
ト
ト
○
ｏ
－
ト
Ｏ
０
０

］
■
］
１
－
ト
ｏ
ｍ
◎
－
Ｏ
Ｎ
Ｏ

二
一
睾
Ｏ
』
寓

Ｈ
ド
５
Ｈ
，
８

崖
」
邊
二
轟

］
■
０
－
－
心
べ
－
Ｏ
０
０

　
　
　
）

－
津
津
雌

◎
（
皆
書

Ｈ
－
一
〇
〇
０

７
＼
）

り
ー

仁
．

一
〇
〇
．

お
．

崖
．

５
．

旨
．

畠
．

お
．

お
ー

旨

一
〇
〇

ｓ畠

○
０
Ｎ

Ｏ
ｏ
ｏ

ｏ
ｏ
べ

亀ら竃邊観留胃

り一
〇
〇〇

〇
◎ｏｏ

ｏ
◎○閉閉べ

ｏ
ｏ

ｏ
ｏ閉ｏ

ｃ
ｏべ

ｏ
◎

ｏ
◎ＨＨＮ

０
◎

“皆

＼
叶
平
引
涛
爵
枯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔦

薄
饒
「
－
ｅ

、
涛
旨
鴻

薄

Ｈ－Ｈ－－ＨＨＨ－一ＨＨＨ一Ｈ一－

■
涛
へ
ｑ
コ
．
｝

】
。
ロ
ヘ
命
＼
怜

汁
ｄ
ｅ
■
涛
中

尋
一
．
言
一

（
砦
膏
Ｈ
７
＼
）

ト
零
９
ｏ
ｏ
漫

ト
鵠
べ
も
雷

９
雪
ｏ
。
一
ら
ｏ

ｇ
ｃ
。
ニ
ム
８

一
一
臼
ら
－
ｏ
．

ｏ
。
一
－
ミ
ら
８

ｏ
。
も
害
一
８
－

ｐ
ミ
ド
ベ
お

Ｈ
９
誉
べ
Ｌ
８

ｐ
ｓ
〇
一
〇
〇
〇
。
０

Ｈ
ｐ
雷
９
ｓ
閉

旨
、
お
し
ｓ

－
Ｏ
Ｏ
－
Ｏ
べ
Ｏ
◎
－
Ｏ
ｏ
Ｏ
ト

崖
も
ｏ
。
◎
も
崖

一
９
器
一
も
お

畠
』
雪
、
富

】
。
ｏ
へ
汁

＼
怜
十
「
＝

ｄ
ｅ
ミ
ー

ミ
司
津
爵

鴇
崖
蛙
ｅ

崖
音

　
　
（
湶
）

峯
竃
ｐ
・
。
－
ち

８
も
戸
８
り
（

旨
一
８
・
。
一
Ｈ
お

ト
Ｏ
○
◎
－
一
〇
〇
〇
〇
－
Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ

畠
も
一
９
轟
。
。

心
ｍ
、
り
０
べ
、
Ｏ
ト
紅

８
』
８
、
富

ｏ
．
Ｎ
ム
き
＠
８

亀
．

亀
．

ト
○
．

仁
○
．

昌
．

○
ｏ
り
‘

ｃ
ｏ
ｏ
．

○
ｏ
ｏ
ｏ
．

ｏ
ｏ
べ
．

ｏ
ｏ
り
．

ト
○

亀おお畠缶５亀ミ

』
ｏ
ｏ

おミミお ｏ
ｏ
ｏ

ｓ雷

ｏ
０
Ｈ

○
べ

ｓ轟

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

も

Ｏ
Ｎ

お冨８８弓ｓ

Ｏ
Ｃ
Ｏ

雷ｓｓｓ８漫

ｏ
ｏ
ｏ

轟
誰
ヨ
着
曹
簿

糾
汁
口
７
べ
、
＼

ま
ヨ
戸
甜
ｑ
か

■
津
÷
黒
｝
］
＾
Ｏ
）

（
砦
寓
１
１
　
＼
）

嵩
し
ミ
一
・
。
心
・
。

］
．
レ
ー
一
〇
〇
〇
〇
－
Ｏ
ト
Ｏ
◎

冨
一
零
９
心
寓

］
．
０
－
Ｏ
０
０
－
べ
Ｏ
Ｏ
ｏ

］
．
り
－
ト
Ｏ
Ｏ
Ｏ
－
り
Ｏ
Ｏ
Ｎ

Ｎ
］
１
－
べ
Ｏ
ト
ー
べ
Ｏ
ｍ

旨
一
竃
り
、
島

Ｎ
Ｏ
Ｏ
，
Ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
－
Ｏ
べ
］
．

Ｎ
ｍ
－
べ
Ｏ
仁
、
べ
切
Ｏ
◎

寓
、
違
も
轟

８
』
彗
、
８

８
し
お
し
富

Ｏ
．
Ｏ
。
し
０
９
仁
富

○
０
０
，
Ｏ
Ｏ
Ｏ
心
ヒ
Ｎ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

童
＼
一
〇
一

（
没
）

ｏ
ｏ
へ
．

ｃ
ｏ
岬
ｌ

ｏ
ｏ
ｏ
．

ｃ
ｏ
べ

○
ｏ
ｏ
◎

ｏ
ｏ
り

ｏ
ｏ
ｏ

昌

仁
Ｏ

亀お亀亀浸

認

－
○
ｏ

Ｏ
Ｏ

ミｓｓ震

○
ｏ

轟

Ｏ
Ｎ

０
ｏ
ｏ
ｏ

お

ｍ
Ｏ

ｏ
０
Ｈ

一
酔
一
↑
噂
禽
汁
声
竺
斗
か
。
。
。
。
卜
。
。
。
。
一
＼
帥
吟
賞
。

い史
ヨ
ｅ
〉
＼
＼
１
】
、
曹
蟻
声
前
ｑ
か
ｏ
。
〇
一
８
ｍ

＼
餅
吟
け
。

ル

ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
ブ
ロ
イ
セ

ン
鉱
業
法
Ｈ

（
川
本
）

七
五
　
（
五
六
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
（
五
六
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

物
質
的
基
礎
の
一
つ
と
な
っ
た
石
炭
鉱
業
の
展
開
を
通
じ
て
、
第
一
に
。
経
済
的
基
礎
過
程
の
側
面
か
ら
究
明
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
み
で
な
く
、
第
二
に
そ
の
側
面
と
と
く
に
プ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
山
官
僚
制
と
の
関
連
で
、
い
わ
ぼ
『
石
炭
と
血
』
と
の
杜
会
的
側
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
、
　
、
　
、

も
解
明
す
る
手
が
か
り
が
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
、
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

側
面
よ
り
新
ド
イ
ツ
帝
国
の
杜
会
的
、
経
済
的
構
造
を
そ
の
発
生
過
程
よ
り
考
察
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
産
業
革
命
の
進
展
を
市
民

、
　
　
　
、

革
命
〔
１
１
『
三
月
革
命
』
の
挫
折
〕
と
の
関
連
で
究
明
す
る
た
め
の
重
要
な
基
礎
作
業
の
一
っ
と
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。
小
稿
に
お
げ

る
問
題
意
識
も
こ
う
し
た
点
に
存
し
て
い
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

　
山
田
盛
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
頁
一
一
〇
、
一
四
八
参
照
。

　
］
。
◎
｝
づ
買
ｐ
｝
づ
”
Ｈ
Ｐ
　
穴
ｏ
｝
箏
ｏ
ｏ
ｏ
－
　
弓
｝
ｏ
　
向
ｏ
◎
箏
◎
昌
庁
　
Ｏ
ｏ
づ
己
り
ｏ
ｐ
目
¢
■
ｏ
¢
ｏ
ｏ
◎
｛
一
｝
¢
巾
¢
～
ｏ
¢
．
　
－
◎
箏
ｑ
◎
Ｐ
　
］
１
ｏ
Ｈ
り
．
　
り
．
べ
切
．
　
オ
◎
ゴ
Ｂ
．
四
自
］
、
．
　
Ｏ
ぺ

勺
ｏ
；
穿
一
弓
ぎ
内
亭
■
声
ｃ
ｏ
己
身
ぎ
｝
茸
◎
ユ
８
一
彗
ｐ
黒
昌
◎
旨
庁
０
８
。
・
ｓ
暑
く
．
－
◎
邑
◎
ｐ
岩
ｓ
．
ｐ
Ｈ
“
事
◎
Ｈ
持
彗
ｏ
ｑ
Ｎ
◎
旨
一

峯
芽
Ｏ
茅
穿
－
昌
ｑ
。
。
◎
ま
Ｈ
。
・
窃
Ｏ
巨
Ｏ
；
巨
０
Ｎ
易
Ｐ
冒
昌
¢
ま
ぎ
。
・
¢
ｑ
胃
ｑ
豊
蓉
｝
竃
寄
－
Ｏ
茅
唄
旨
ま
潟
。
。
邑
け
（
畠
岬
◎
～
Ｈ
・
。
轟
）
Ｌ
員

く
ａ
胃
鳥
ｑ
豊
誌
ｏ
亭
ｃ
ｏ
富
ポ
ー
ｏ
ｑ
窃
ｏ
巨
ｏ
軍
ｏ
．
｝
¢
ｓ
易
胴
品
ｏ
訂
箏
く
旨
｝
彗
。
り
－
昌
ユ
ｇ
オ
ｏ
巨
¢
ｈ
．
穴
ｏ
巨
戸
雰
昌
ｐ
畠
塞
．
ｃ
つ
』
邊
．

な
お
、
新
ド
イ
ツ
帝
国
創
出
過
程
に
お
い
て
は
、
　
『
血
と
鉄
』
の
局
面
が
『
石
炭
と
鉄
』
の
そ
れ
以
上
に
基
本
的
か
つ
重
要
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
点
の
指
摘
と
し
て
、
大
野
英
二
『
ド
イ
ツ
資
本
主
義
論
』
頁
一
五
～
ニ
ハ
を
参
照
の
こ
と
。

　
○
０
Ｈ
｝
～
Ｈ
ｑ
Ｏ
・
〇
一
Ｕ
｝
｝
『
ｑ
戸
　
内
声
｝
Ｈ
訂
Ｈ
０
ｑ
一
Ｕ
～
目
．
○
¢
ｏ
ｏ
ｏ
｝
５
｝
け
９
　
声
■
｛
げ
｝
■
■
目
ｐ
く
ｏ
『
饒
ｏ
ｏ
｝
叶
芦
づ
囚
乙
ｏ
艘
■
ｏ
『
○
ｏ
ｍ
６
－
ｏ
ｏ
ｏ
｝
～
津
ｏ
■
■
ｂ
ｑ
Ｏ
ｈ
胴
～
箏
オ
ギ

暮
畠
Ｐ
雰
己
り
彗
Ｌ
竃
べ
．
Ｃ
○
．
仁
§
Ｃ
ｏ
．
お
べ
．
Ｏ
・
胃
罫
邑
声
箒
Ｈ
昌
彗
Ｐ
Ｏ
烏
Ｈ
－
９
。
・
｝
昌
旨
巨
潟
Ｎ
毫
○
窪
ｏ
巨
ｏ
享
¢
Ｐ
９
。
。
冨
５
一
９
思
３
９

亙
き
ユ
易
・
つ
旨
呼
　
肉
亭
ユ
ｂ
旨
。
。
巨
Ｏ
暮
け
９
ヴ
窃
◎
邑
９
胃
団
Ｏ
昌
Ｏ
訂
－
９
爵
；
胴
ｑ
窃
Ｈ
邑
目
。
・
巨
Ｏ
－
■
邑
｝
彗
ま
－
Ｏ
・
ぎ
冒
昌
Ｏ
Ｈ
訂
Ｎ
寸
雰

雰
。
。
竃
．
向
易
け
胃
団
彗
ｐ
Ｈ
塞
◎
．
ｃ
ｏ
ｏ
ｏ
．
Ｈ
お
２
Ｈ
違
．
オ
ー
旨
９
昌
↓
Ｈ
ｇ
９
｝
胃
訂
斗
勺
旨
庁
斤
９
穴
四
Ｈ
ｒ
自
９
冨
く
旨
晶
◎
－
ｐ
一
〇
毒
－
一
ｇ

豊
『
○
易
ｏ
巨
ｏ
巨
¢
ｑ
胃
巨
旨
。
。
巨
竺
竃
雰
く
ｏ
巨
ま
ｐ
○
ひ
巨
謁
竃
．
畠
撃
ｃ
ｏ
．
竃
．
メ
ン
デ
リ
ソ
ン
『
恐
慌
の
理
論
と
歴
史
』
第
三
分

冊
、
飯
田
貫
一
、
平
館
利
雄
、
山
本
正
美
、
平
田
重
明
訳
、
頁
三
八
八
～
三
九
〇
、
よ
り
作
成
。

　
一
Ｕ
お
要
尋
－
Ｏ
雰
巨
長
Ｐ
轟
オ
Ｈ
＆
睾
ま
Ｏ
昌
暮
プ
ー
オ
霧
↑
敏
一
暮
｝
９
Ｃ
つ
叶
Ｏ
旨
ぎ
巨
竃
－
雰
『
智
竃
窃
；
ｑ
胃
薯
呉
竃
葭
叫
一
箒
Ｐ
易
奉

盲
～
巨
邑
Ｏ
註
．
鶉
轟
易
。
・
¢
。
・
９
９
く
◎
昌
く
睾
Ｏ
ぎ
｛
旨
箒
げ
睾
智
竃
Ｈ
書
彗
Ｈ
９
實
窃
己
。
Ｏ
■
ぎ
○
訂
Ｈ
訂
Ｈ
電
昌
誌
訂
亭
二
一
Ｕ
◎
ユ
昌
；
Ｐ

ぎ
Ｏ
¢
昌
９
易
Ｏ
罫
津
昌
岸
ｑ
亀
オ
易
箒
娑
。
・
｝
彗
雰
お
０
ｑ
¢
事
¢
Ｈ
訂
Ｏ
罫
｛
誌
ぎ
Ｏ
・
８
■
箏
Ｏ
註
冒
内
｝
¢
ぎ
げ
０
７
オ
窃
弍
警
Ｏ
・
Ｏ
訂
づ
ｈ
◎
巨
９
０
・
｝
－

川
…

．

＾

仙｛
＾血山

’
＾山

…



（
５
）

（
６
）

邑
－
ぎ
け
・
メ
・
雰
き
Ｐ
宕
雇
・
Ｃ
っ
Ｃ
Ｏ
・
Ｓ
～
割
．
（
以
下
、
固
暮
ま
Ｏ
訂
巨
轟
・
〆
と
略
し
て
引
用
）
よ
り
作
成
。

○
昌
；
◎
豪
。
ぎ
暮
享
。
二
一
。
嚢
豪
旨
き
・
己
昌
ｑ
彗
一
。
・
・
｝
彗
５
巨
竃
げ
・
尋
書
』
一
二
ぎ
昌
昌
ぎ
ぎ
・
。
己
箒
・
内
叫
奈
；
訂
一
・

団
一
Ｈ
ｏ
Ｈ
ド
　
ｃ
〇
一
〇
◎
一

　
『
石
炭
と
血
』
の
側
面
を
解
明
す
る
た
め
に
は
な
お
プ
ロ
イ
セ
ソ
軍
隊
と
の
関
係
を
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

小
稿
は
単
な
る
解
明
の
手
が
か
り
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

１
　
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ

・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
と
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
状
態

　
〔
１
〕
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
と
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令

　
一
７
、
小
い
・
ヅ
＾
ん
ト
７
一
ハ
い
い
い
松
亦
…
か
か
か
六
叫
心
わ
ハ
掛
小
応
大
迩
姶
は
、
一
六
〇
九
年
に
お
け
る
最
初
の
領
土
獲
得
を

起
点
と
し
て
そ
の
後
漸
次
そ
の
領
地
を
拡
張
し
て
い
き
、
一
八
〇
五
～
〇
七
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ソ
支
配
の
も
と
で
一
旦
は
そ
の
全
領
土

を
喪
失
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
一
五
年
に
，
は
ウ
ィ
ー
ソ
会
議
の
決
定
に
、
よ
り
ほ
ぼ
そ
の
全
領
域
を
手
中
に
収
め
る
と
い
う
経
過

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

を
辿
っ
て
い
る
（
第
四
表
参
照
）
。
こ
う
し
て
こ
の
地
方
の
全
石
炭
埋
蔵
地
域
を
プ
ロ
ィ
セ
ソ
が
掌
握
す
る
こ
と
に
，
な
っ
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

が
、
そ
の
さ
い
こ
の
地
方
に
施
行
さ
れ
た
鉱
業
法
は
っ
ぎ
の
如
く
で
あ
っ
た
（
附
図
参
照
）
。

　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
・
・

　
ｍ
ラ
イ
ソ
左
岸
に
た
い
し
て
は
フ
ラ
ソ
ス
鉱
業
法
。
似
ラ
イ
ソ
右
岸
の
う
ち
、
「
特
別
の
地
方
法
律
（
勺
、
。
く
一
箏
、
一
、
釘
、
己
。
。
一
、
）
が
欠
除

し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
」
　
一
七
九
四
年
の
ブ
ロ
ィ
セ
ソ
一
般
ラ
ソ
ト
法
（
ｑ
麸
と
冨
昌
。
一
づ
。
勺
、
、
一
、
。
。
・
。
一
。
。
。
｝
。
■
、
箏
ｑ
、
。
。
耳
寝
巨
、
－
。
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
シ
リ
ー
・
エ
ソ
　
　
　
ラ
ソ
一
ア
ス
ヘ
ル

ミ
軍
以
下
一
般
ラ
ソ
ト
法
と
略
す
）
に
お
げ
る
「
金
属
と
半
金
属
を
獲
得
し
う
る
す
べ
て
の
鉱
物
」
は
領
邦
君
主
の
処
分
権
に
服
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

る
と
い
う
規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
。
閉
っ
ぎ
の
地
方
鉱
業
条
令
が
通
用
し
た
地
域
は
、
一
般
ラ
ソ
ト
法
公
布
の
た
め
の
一
七
九
四
年

二
月
五
日
の
特
許
第
三
条
と
第
七
条
（
キ
薫
〇
二
Ｈ
Ｈ
…
｛
キ
巨
色
自
Ｈ
Ｐ
窃
～
け
９
蒜
。
。
く
。
昌
ｍ
・
句
。
げ
、
自
”
、
ミ
漫
考
、
・
・
。
箏
勺
目
げ
寿
、
饒
。
箏

　
　
　
　
ル
ー
ル
石
山
灰
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
業
法
い
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
（
五
六
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

七
八
　
（
五
六
八
）

程過大拡の領ンセイロフるげおに方地ンイラ表４第

　
　
　
　
〇

匁
篶
濠
篶
落
一
黒
篶
擦
蒸
祭
一
彩
一

年
０
９

１
６Ａ

日９月９年
６
６

１
６

　
日

　
１
８

　
月

　
－

年
年

４
８
０
ユ

ー
６
１
７

Ｂ
Ｃ

年
０
２

１
７Ｄ

　
日

　
９

　
月

　
２

年
年

７
ｎ
）
０

７
’
ｎ
Ｏ

Ｅ
Ｆ

｝

　
日

　
２
５

　
月

　
２

年
年

０
２
０
３

１
８
１
８

｛

年
０
７

１
８

～
０
５

１
８Ｇ

９６５
年

１８１Ｈ



岬
災
馳

　
討
醐
方
主

　
．
ｍ
　
｝
地
業

Ｍ
小
た
鉱

　
　
　
Ｓ
れ
炭

　
く
　
，
さ
石

松
・
・
割
の

　
　
　
肌
分
岸

止
、
峨
ｗ
に
右

篇
鴛
乾

Ｊ
右
薫
左
得

鴫
河
ド
岬
ン
獲

血
ス
　
脆
イ
血

ｍ
ム
　
篶
Ｒ
ラ
ね

妃
エ
　
ｒ
・
ｄ
き
　
晒

訂
Ｐ
ｍ
除
｝
。

く
北
分
簑
で
得

除
た
半
ｗ
半
勺
獲

を
し
西
と
の
鋤
国

領
属
の
柔
ｔ
　
ぺ
王

閉
開
籔
｝

系
　
　
　
　
ｕ
Ｐ
　
　
　
Ｏ

下
帥
　
ｅ
ｒ
允
．
１
Ｐ
　
．
ｍ

鷹
瀞
一日

１
７月３年

年

５
０
６
６

１
８
１
８

Ｉ
Ｊ

域地のそ

ン
一

法業鉱たれさ用適に方地ンイラでま年
６
５

１
８表５第

・
岨
　
ｍ
　
　
領
　
　
　
ｍ
　
げ
叫
血
　
ｅ
。

舳
舳
鮎
　
批
蝋
∴

閑
ｈ
　
庚
　
　
へ
上
Ｇ
・
Ｇ
由

ｅ
。
　
　
　
　
　
　
ず
碩
、
９
・

Ｍ
域
　
瓦
　
　
せ
白
ｕ
げ
ｅ

／
価
　
研
　
　
在
９
イ
ぬ
出
ｋ

ｍ
岸
爽
級
域
存
岨
よ
附

一
姑
昧
醐
帥
ポ
嘩
軸

∴
ば
｝
一
一
∴

肌
領
７
１
肌
１
６
　
哩
。
ｍ
砒
頷
町

篶
胤
｝
鴛
二
馴

竺
一
一
松
前

Ｌ
ｄ

２
・
　
　
３
一

４
．

５
一

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
木
）

Ｐ
窪
と
后
０
昌
Ｏ
ぎ
雪
－
彗
宇
Ｏ
Ｏ
プ
芭
　
に
記
せ
ら
れ
た

「
都
市
法
は
ラ
ン
ト
法
に
優
先
し
、
ラ
ソ
ト
法
は
普
通

法
に
た
い
し
優
位
を
占
め
る
（
Ｖ
Ｃ
。
叶
邑
幕
Ｏ
睾
茎
Ｏ
罧

－
彗
宇
ｇ
耳
－
彗
争
８
葦
げ
Ｈ
ざ
巨
。
・
ｏ
昌
９
罵
。
り
零
ｏ
巨
く
）
」

と
い
う
一
般
ラ
ソ
ト
法
の
根
本
命
題
に
し
た
が
い
、

こ
れ
ら
の
条
令
が
一
般
ラ
ソ
ト
法
第
二
都
第
一
六
項

の
鉱
業
法
に
よ
り
補
足
さ
れ
て
適
用
。
回
修
正
ク
レ

ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
。
旧
ケ
ル
ソ
選
帝
侯
領

鉱
業
条
令
（
２
¢
９
毫
ぎ
巨
・
。
ｏ
訂
霧
蟹
◎
邑
昌
潟
く
◎
昌

ト
ー
彗
§
二
塞
り
・
）
。
ｏ
ユ
ー
リ
ッ
ヒ
・
、
ベ
ル
ク
鉱
業

条
令
（
２
こ
巨
Ｏ
甲
零
量
乙
り
Ｏ
ぎ
戊
¢
蟹
◎
邑
箏
昌
。
・
く
◎
旨
Ｎ
Ｈ
．

竃
叫
昌
ミ
曇
）
通
用
地
域
の
う
ち
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
イ

ム
・
ア
ソ
・
デ
ェ
ア
・
ル
ー
ル
を
含
む
ブ
ロ
イ
ヒ
所

領
と
ハ
ル
デ
ン
、
ベ
ル
ク
下
級
所
領
。
↑
り
地
方
鉱
業
条

令
が
存
在
し
、
一
般
ラ
ソ
ト
法
が
適
用
さ
れ
な
い
、

ハ
ル
、
テ
ソ
、
ベ
ル
ク
と
ブ
ロ
イ
ヒ
を
除
く
以
前
の
、
ベ
ル

ク
侯
国
と
エ
フ
テ
所
領
で
は
、
さ
き
の
根
本
命
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
（
五
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
（
五
七
〇
）

し
た
が
い
、
ユ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
ド
イ
ツ
普
通
鉱
業
法
（
ｐ
轟
。
ｑ
ｏ
昌
¢
ぎ
ｑ
竃
薄
ぎ
雰
Ｈ
唄
８
睾
）
に
よ
り
補
足
さ
れ
て
施

（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

行
。
以
上
を
各
鉱
業
法
と
そ
の
適
用
地
域
に
纏
め
て
表
示
し
た
の
が
第
五
表
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鉱
業
法
の
分
裂
状
況
は
一
八
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

年
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
一
般
鉱
業
法
に
よ
ケ
全
ブ
ロ
イ
セ
ソ
領
に
た
い
し
て
一
応
の
法
統
一
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
鉱
業
法
を
そ
の
施
行
地
域
に
お
げ
る
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
の
関
連
で
み
る
な
ら
ぼ
、
前
掲
第
一
～
三
表
に
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

さ
れ
た
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
地
方
を
そ
の
適
用
区
域
と
し
て
い
る
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
圧
倒
的
な
重
要
性
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
フ
ラ
ソ
ス
鉱
業
法
の
施
行
さ
れ
た
ラ
ィ
ソ
左
岸
に
っ
い
て
み
る
と
、
一
八
五
一
年
に
最
初
の
試
掘
が

許
可
さ
れ
、
鉱
区
設
定
と
採
掘
認
可
は
五
七
年
に
は
じ
め
て
な
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
石
炭
・
鉄
鉱
石
試
掘
許
可
は
五
一
年
七
月
五

目
に
ホ
ム
ベ
ル
ク
・
メ
ル
ス
（
ヨ
旨
げ
９
胴
－
睾
ひ
易
）
地
域
に
た
い
し
て
Ｆ
・
ハ
ニ
ェ
ル
（
胃
彗
・
霊
邑
ｏ
－
）
に
与
え
ら
れ
、
五
四
年
に
六

度
目
の
ボ
ー
リ
ソ
グ
の
結
果
炭
層
が
発
見
さ
れ
て
の
ち
、
五
七
年
に
は
じ
め
て
鉱
区
が
設
定
さ
れ
、
採
掘
許
可
が
ラ
イ
ソ
・
プ
回
イ

セ
ソ
（
雲
多
肩
ｏ
易
。
・
彗
）
鉱
区
１
１
九
、
○
○
○
万
、
デ
ィ
ー
ア
ガ
ル
ト
（
目
胃
電
葦
）
１
１
三
、
二
〇
〇
万
、
フ
ヱ
ラ
イ
ソ
（
く
ｏ
置
箏
）

Ｈ
六
、
一
五
〇
万
平
方
米
に
下
さ
れ
、
つ
い
で
六
二
年
に
フ
ム
ボ
ル
ト
鉱
区
（
忌
５
雲
昌
茎
ｅ
ｌ
ｌ
八
、
八
○
○
万
平
方
米
に
与
え

　
　
　
　
　
　
　
（
７
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
地
方
に
た
い
し
て
そ
れ
が
も
っ
た
意
義
は
小
さ
か
っ
た
と
い
え
る
。
っ
ぎ
に
、
右
岸
に
お

い
て
石
炭
鉱
業
が
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
適
用
外
地
域
〔
エ
ッ
セ
ソ
、
ヴ
ェ
ル
デ
ソ
周
辺
の
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
下
級
所
領
、

ブ
ロ
ィ
ヒ
所
領
、
ル
ー
ル
地
方
の
北
方
に
位
置
す
る
フ
ェ
ス
ト
・
レ
ッ
ク
リ
ソ
グ
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ザ
ル
ム
侯
領
、
デ
ュ
ル
メ
ン
所
領
１
１
六
五
年
以
降
プ

ロ
イ
セ
ン
一
般
鉱
業
法
適
用
外
に
お
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
特
別
法
地
域
（
ｏ
。
◎
己
¢
冒
８
プ
爵
ま
昌
〕
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
は
六
五
年
以
後
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

と
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
以
上
よ
り
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
過
程
を
プ
ロ
ィ
セ
ソ
鉱
業
法
と
の
関
連
で
追
及
し
よ
う
と
す
る
さ
い
、
ま
ず
修
正
ク
レ
ー
フ



い
一
で
か
ハ
弥
秦
知
今
か
脊
察
小
中
心
に
据
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
　
『
三
月
革
命
』
ま
で
の
ル
ー
－

ル
石
炭
鉱
業
は
こ
の
条
令
の
強
い
制
約
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、
、
し
た
が
っ
て
、
っ
ぎ
に
こ
の
条
令
の
形
成
過
程
を
考

察
し
た
の
ち
、
そ
の
制
約
下
に
お
か
れ
て
い
た
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
具
体
的
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

　
　
（
１
）
　
向
ま
色
ｏ
ぎ
一
；
ｏ
ｑ
・
〆
・
ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
・
ｏ
～
昌
・
よ
り
作
成
。

　
　
（
２
）
冒
Ｐ
ｏ
。
．
峯

　
　
（
３
）
○
暮
冒
９
睾
じ
。
農
き
ム
一
實
．
豪
一
冒
ぎ
訂
Ｏ
婁
試
一
一
昌
。
・
華
畢
。
・
葦
葦
干
く
筆
津
箏
雰
二
冒
華
筆
・
。
。
雪
募
巨

　
　
　
２
０
目
警
窃
訂
Ｎ
９
・
向
易
訂
Ｈ
霊
邑
・
Ｏ
。
巨
后
胃
叶
・
Ｈ
胃
Ｏ
・
Ｃ
っ
・
・
。
雪
・
な
お
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ソ
ト
法
で
領
邦
君
主
の
鉱
業
特
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
タ
イ
ソ
・
ア
ル
テ
ン

　
　
　
　
（
思
畠
屋
。
・
巴
）
の
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
た
鉱
物
は
「
す
べ
て
の
貴
金
属
と
鉱
　
物
、
　
っ
ぎ
に
す
べ
て
の
塩
泉
を
も
っ
た
塩
類
、
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ル
ド
・
ブ
ラ
イ

　
　
　
わ
け
岩
塩
、
硝
酸
、
硫
酸
塩
と
明
馨
、
同
じ
く
可
燃
性
鉱
物
、
す
な
わ
ち
硫
黄
、
石
墨
、
土
　
鉛
、
土
涯
青
、
石
山
灰
と
褐
炭
」
で
あ
る

　
　
　
　
（
冒
Ｐ
・
。
０
。
』
睾
～
・
。
撃
）
。

　
　
（
４
）
冒
書
・
匡
冒
胴
・
＊
・
・
。
・
つ
二
◎
～
Ｈ
Ｈ
・

　
　
（
５
）
　
冒
６
．
ｃ
ｏ
．
ｏ
ｏ
ｃ
ｏ
・
お
・
よ
り
作
成
。

　
　
（
６
）
　
六
五
年
法
で
は
の
ち
に
み
る
よ
う
に
重
要
な
留
保
条
件
が
っ
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
私
的
特
権
保
持
者
に
私
的
例
外
法
が
認
め
ら
れ
、

　
　
　
　
こ
の
特
別
法
地
域
を
除
い
て
施
行
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
７
）
　
向
目
け
考
庁
庁
¢
ぎ
目
ｏ
ｑ
．
〆
Ｈ
Ｈ
．
○
ｏ
ｏ
ｏ
．
ｏ
◎
Ｎ
ｏ
～
○
ｏ
Ｏ
ｏ
◎
・
Ｏ
・
○
◎
巨
ｏ
つ
ｏ
プ
昌
己
寸
Ｐ
”
・
○
・
ｃ
ｏ
・
べ
ｏ
◎
・
　
串
饒
目
ｏ
ｏ
ｃ
つ
七
〇
｝
昌
害
一
Ｐ
句
Ｈ
與
目
Ｎ
｝
守
～
巴
・
ｃ
Ｏ
ｏ
ぎ

　
　
　
宗
げ
９
…
Ｐ
。
。
９
罵
オ
胃
訂
．
〇
一
ま
巨
轟
－
害
享
Ｏ
Ｐ
冨
３
１
Ｃ
つ
Ｃ
。
』
違
～
・
。
事

　
　
（
８
）
塁
茎
・
置
；
。
・
．
と
一
．
・
。
』
ｏ
◎
・
・
。
・
ミ
蜆
・
○
・
…
・
二
；
・
○
・
・
。
嚢
・
。
・

　
〔
皿
〕
　
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
の
形
成
過
程
と
石
炭
鉱
業
と
の
関
係
に
ー
お
げ
る
そ
の
法
律
構
造

　
　
　
　
（
ユ
）

　
『
三
月
前
期
』
に
１
お
け
る
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
は
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
の
強
い
制
約
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
期
に
お
け
る
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
具
体
的
状
況
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
石
炭
鉱
業
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
局

面
に
お
け
る
ひ
小
知
今
小
決
絡
瞥
逢
か
芯
掻
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
条
令
の
法
律
構
造
は
ニ
ハ
世
紀
中
葉
以
降

　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
（
五
七
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
（
五
七
二
）

の
歴
史
過
程
の
う
ち
で
形
成
さ
れ
て
き
た
が
ゆ
え
に
、
っ
ぎ
の
三
っ
の
時
期
に
わ
げ
て
考
察
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

〔
Ａ
〕
法
律
構
造
形
成
の
準
備
期
ｎ
一
五
四
二
年
の
鉱
業
条
令
（
宗
雰
蟹
◎
ａ
昌
謁
ｑ
窃
患
『
Ｎ
◎
。
・
。
っ
婁
旨
９
昌
く
Ｓ
』
旨
ｏ
Ｆ
Ｏ
ｏ
豪
員

○
庁
き
昌
ｑ
思
牽
○
轟
｛
豊
ま
Ｈ
峯
胃
斤
昌
Ｐ
雰
毒
豪
げ
胃
・
・
く
昌
Ｈ
邊
ド
一
五
四
二
年
の
鉱
業
条
令
と
略
す
）
発
布
か
ら
、
一
六
一
四
年
に
マ

ル
ク
伯
領
が
プ
ロ
ィ
セ
ソ
領
に
移
行
し
て
の
ち
、
と
く
に
一
七
三
五
上
二
六
年
に
お
げ
る
鉱
山
長
Ａ
・
Ｈ
・
デ
ッ
ヵ
１
（
ｑ
睾
思
璋

冒
¢
家
胃
ぎ
囚
邑
患
｛
ま
ｏ
｝
ｏ
８
ぎ
；
易
オ
ｏ
巨
目
）
の
調
査
と
そ
の
結
実
と
し
て
の
三
七
年
の
改
良
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令

（
２
¢
射
窒
◎
色
ま
霧
お
◎
ａ
箏
目
潟
旨
ｈ
２
ｏ
ｏ
Ｈ
睾
ぎ
｝
ｇ
；
ｑ
彗
鷺
ま
身
彗
９
邑
９
げ
窮
◎
邑
Ｑ
易
２
ｏ
○
量
雪
罫
津
竃
ｐ
Ｈ
斥
き
旨
鼻
旨
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

Ｈ
轟
べ
・
）
発
布
に
至
る
ま
で
。
〔
Ｂ
〕
法
律
構
造
の
彬
成
期
Ｈ
一
七
三
七
年
よ
り
、
と
く
に
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ソ
（
－
邑
三
胴
雲
巨
勺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

＜
・
霊
。
ｑ
窒
）
の
マ
ル
ク
派
遣
を
契
機
と
し
て
六
六
年
に
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
成
立
す
る
ま
で
。
□
Ｃ
〕
法
律
構
造

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
整
備
、
拡
張
期
１
１
一
七
六
六
年
以
後
、
と
く
に
ｙ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ
（
胃
ｏ
豪
冒
＜
・
ｃ
っ
至
箏
）
に
よ
る
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱

業
条
令
の
具
体
的
実
施
努
力
を
経
て
、
一
八
〇
三
年
の
特
許
（
ｏ
ぎ
霊
試
暮
毒
胴
彗
く
胃
妻
一
ｇ
轟
ｑ
霧
霧
お
秦
果
Ｈ
晶
邑
。
・
ぎ
ｑ
彗
募
－

訂
『
雷
ｐ
目
；
昌
ｏ
～
。
。
洋
己
叩
Ｈ
邑
賢
彗
ｏ
。
け
事
彗
雰
。
９
ｏ
箏
■
箏
ｑ
オ
ｏ
邑
彗
く
◎
旨
Ｈ
ド
声
り
昌
富
○
。
。
．
）
に
よ
っ
ヤ
、
こ
の
条
令
が
エ
ッ
セ
ソ
、

ヴ
ェ
ル
デ
ソ
修
道
院
領
に
拡
大
さ
れ
る
ま
で
。

　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
Ａ
準
備
期
。
　
ル
ー
ル
地
方
に
お
げ
る
最
初
の
鉱
業
法
は
一
五
四
二
年
の
鉱
業
条
令
で
あ
る
。
こ
の
条
令
は
一
五
〇
九
年
の
ザ
ク

　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
エ
ル
ツ
・
ゲ
ピ
ル
ゲ

セ
ソ
侯
国
鉱
業
条
令
（
ま
ぎ
昌
亀
事
ム
ぎ
茅
－
。
り
９
雪
零
お
◎
ａ
昌
轟
く
旨
旨
Ｏ
り
・
）
を
模
範
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
金
属
鉱

、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

山
の
み
を
規
制
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
の
鉱
業
条
令
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
骨
格
が
す
で
に
こ
こ
で
築
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
条
令
の
法
律
構
造
の
中
核
を
な
し
た
の
は
鉱
業
特
権
（
雫
お
昌
。
ｑ
き
で
あ
る
。
鉱
業
特
権
と
は
古
い
ド
イ
ツ
法
の
概
念
で
あ

っ
て
、
一
切
の
地
中
の
財
宝
は
領
邦
君
主
〔
本
質
的
に
は
国
王
一
の
所
有
物
で
あ
る
と
い
う
特
権
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と

山山＾

‘

…山’
“

…凸舳｛

．
一

山
’

ｈ
｝山い

““伽

、
　
一

‘

山
山…山山一

’



は
、
地
下
資
源
が
領
邦
君
主
の
所
有
に
帰
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
鉱
物
獲
得
が
地
表
の
土
地
所
有
権
老
よ
り
分
離
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ル
ン
ド
ヘ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

こ
の
こ
と
は
地
表
所
有
権
者
で
あ
る
荘
園
領
主
に
た
い
す
る
領
邦
君
主
の
優
位
を
意
味
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
鉱
物
の
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
参
－
－
タ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
エ
７
弓
イ
７
ノ
ク

掘
は
君
主
白
ら
が
行
う
の
で
は
な
く
、
臣
下
に
た
い
す
る
君
主
の
特
許
に
よ
っ
て
、
採
鉱
権
設
定
出
願
許
可
と
い
う
彫
式
を
通
じ
て
、

ベ
ル
ク
ヴ
エ
ル
ク
ス
・
ア
ノ
ゲ
ソ
テ
ユ
ー
マ
ー

鉱
■
業
権
老
に
委
譲
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
形
態
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
領
邦
君
主
が
臣
下
で
あ
る
鉱
業
権
者
か
ら
鉱
物
所
有
の
経
済
的
実
塊
形
態
で
あ
る
鉱
山
貢
租

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

を
徴
収
す
る
権
利
が
派
生
し
て
く
る
ｃ
　
「
鉱
山
貢
租
は
周
知
の
よ
う
に
鉱
業
特
権
（
零
。
ｑ
昌
奉
ｑ
窃
悪
お
げ
彗
）
に
起
因
し
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ー
タ
ー

よ
り
国
家
は
鉱
業
特
権
の
所
有
者
と
し
て
鉱
物
に
た
い
す
る
占
取
権
を
保
持
し
、
国
家
か
ら
そ
の
権
利
を
採
掘
株
設
定
出
願
人
に
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
１
一
・
－
エ
ソ
ン

掘
権
許
可
に
ょ
り
譲
渡
し
た
と
き
に
－
、
採
掘
権
許
可
者
か
ら
そ
れ
に
た
い
し
て
十
分
の
一
税
、
そ
の
他
の
貢
租
を
徴
収
し
た
の
で
あ

（
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ガ
ー
ル
・
レ
ヒ
、
－

る
」
と
い
わ
れ
、
　
「
鉱
業
特
権
は
他
の
君
主
特
権
と
と
も
に
傾
邦
君
主
の
最
重
要
収
入
源
に
属
し
、
古
い
ド
ィ
ツ
諾
邦
の
国
家
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

の
基
礎
の
一
っ
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
、
、
鉱
茱
特
権
か
ら
、
第
二
に
こ
の
鉱
山
貢
租
の
徴
収
を
確
実
に
し
、
か
っ
エ
、
の
額
を
増
大
す

る
た
め
に
、
鉱
業
権
者
を
広
汎
な
領
邦
因
家
の
監
視
の
も
と
に
お
く
、
い
わ
ゆ
る
「
監
督
原
則
（
一
Ｕ
ぎ
窒
Ｏ
婁
亘
富
仔
）
』
の
規
定
が

　
　
（
７
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、

派
生
し
、
こ
の
『
監
督
原
則
」
を
実
施
す
る
た
め
の
鉱
山
官
僚
納
が
必
要
と
さ
れ
て
く
る
。
一
五
四
二
年
の
鉱
業
条
・
令
で
は
『
臨
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

原
則
」
の
規
定
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
お
い
て
は
第
六
表
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
鉱
山
官
僚
制
度
が
す
で
に

形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

　
ニ
ハ
一
四
年
に
マ
ル
ク
個
領
が
プ
ｐ
イ
セ
ソ
領
に
移
行
し
て
の
ち
、
一
九
年
に
石
炭
鉱
業
を
鉱
業
特
権
の
も
と
に
お
く
と
の
宣
言

が
出
さ
れ
、
採
掘
鉱
区
を
前
も
っ
て
申
告
す
る
よ
う
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
石
炭
鉱
業
に
鉱
業
特
権
が
導
入
せ
ら
れ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
っ
ぎ
の
三
点
に
あ
っ
た
。
○
Ｕ
従
来
の
ブ
ラ
ソ
デ
ソ
ブ
ル
グ
領
に
た
い
す
る
鉱
業
条
令
（
９
罵
亨

　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
茉
法
Ｈ
（
川
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
（
五
七
三
）



立
命
館
経
済
学
（
箪
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

度ｕ需僚官山鉱の時当布発令条業鉱の年
４
２

１
５表６箪

考傭数

卜
名吏官

遵令
条
。

業
権

鉱
令。

命

者
，

理
判

代
裁

の
。

主
視

君
監

郡
の

領
守１）ｔｇＯＶｇｒｅ

¢人理管山鉱Ｌ

許
掘
。

採
督

業
監

鉱
級

属
上

金
の。

術

く
技

つ
。

に
理

下
処

の
願

１
・
可１）

ｒｅｔＳ凹ｍ昭跣（長山鉱

２
．

に山
鉱
。

口
案

毎
提

日
を

１
４
善。

改

く
のつ

陥
に
欠

下
，

の
り

２
・
入４

ｅ
９

１
９
ｎ

凸
ｅ

如
・
。

篇鴛

哩
Ｇ¢

吏官誓宣門専山鉱

３
．

１）
ｒｅｎｔｎｈｅ

¢吏官収徴税一
の分十

４
．

○

１）
ｒｅｂ

●
１
■
一

ｅｒｈＣＳｎｅ
ｇ

ｅ

¢官査監計会

５
．

○
？
・

）
ｒｅｂ

■
１
１
一

ｅｒｈＣＳｇ
ｒｅＢ（記書山鉱

６
．

○
員
以

合
山

組
鉱

有
６

共
。

山
命

鉱
任

り

Ｏ
　
　
　
Ｏ

く
よ
止

つ
↓
禁

に
汰
督

下
冊
監

の
ｅ
の

Ｌ
¢
上

？
・

）
ｒｅｔＳ

ｅ
ユ

ｍ趾
Ｃ
．
ｈ

＆（長夫坑

７
一

？
・

）
ｒｅＺｄ

ｍ出Ｇ吏官督監鉱錯

８
．

○
？
・

）
ｒｅ

帥

．
ｈｒ

ｏば人査検

９
．

○

∴つに下の７

・
Ｔ

）
ｒｅｄ１ｅｈＣＳｋ

趾Ｍ（師量ｕ

泪
い

坑鉱

Ｏ
．

１

）
ｒｅ

ｇ

●
１
１
一

ｅｔＧ員係Ｌ１

∴つに下の

７
．？

・

）
ｒｅｕａＨ（員鉱山先＝夫鉱採

２
．

１

∴つに下の７

９
－
・

）
ｒｅＰＰｅ１ｈＣＧ山後＝夫搬運

３
．

１

　
　
　
　
　
　
八
四
（
五
七
四
）

　
Ｐ
箏
ｑ
９
一
旨
お
げ
９
０
団
Ｏ
お
◎
Ｈ
Ｏ
目
目
目
胴
｛
旨
２
¢
呂
寸

管の
　
　
耳
彗
箒
ま
膏
。
・
ぎ
｝
彗
－
彗
Ｐ
）
で
は
す
で
に
石
炭

物産生
　
　
が
鉱
業
特
権
鉱
物
と
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、

沸煮
　
　
こ
の
規
定
を
新
領
土
に
適
用
し
た
こ
と
。
ｏ
マ

と物産
　
　
ル
ク
伯
領
に
お
げ
る
鉛
、
銅
、
金
、
菱
亜
鉛
鉱

生鮒
一
　
石
等
の
採
掘
を
中
心
と
す
る
金
属
鉱
業
が
い
ず

びよ
　
　
れ
も
一
七
世
紀
中
葉
以
降
顕
著
た
衰
退
を
示
し
、

おけづ
　
　
一
八
世
紀
初
頭
に
は
完
全
に
没
落
し
た
と
い
わ

序秩
　
　
れ
る
よ
う
匁
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
。
閉
こ
れ
に

の度希
　
　
か
わ
り
、
一
六
世
紀
中
葉
に
は
す
で
に
石
炭
取

書文
　
　
引
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る

と）。
ｎ
　
　
の
で
あ
る
が
、
一
七
世
紀
初
頭
に
は
さ
ら
に
小

Ｓ佗“
。
・
　
　
鉄
工
業
が
拡
大
し
、
そ
の
燃
料
と
し
て
の
木
材

鎚
乱

岬
す
　
が
不
足
を
き
た
し
、
石
炭
が
漸
次
注
目
を
惹
く

度
馳

制
任
　
よ
う
に
な
っ
た
点
。
以
上
で
あ
る
。
つ
い
で
、

庫
も
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
、
、

↓
雛
　
三
二
年
に
鉱
山
管
理
者
兼
鉱
山
長
Ｄ
．
、
．
デ

○
　
　
・
　
　
…

　
イ
ー
ス
ト
（
吋
ｏ
品
く
◎
ｏ
ｑ
試
写
胃
婁
巴
け
胃
岸
箏
｛
団
胃
胴
－

－

山
－

＾
＾山

｝
“中’山

“



旨
多
雪
９
等
事
き
二
Ｕ
一
落
）
が
石
炭
鉱
業
よ
り
の
十
分
の
一
税
徴
収
、
羊
、
の
た
め
の
石
炭
採
掘
監
視
を
従
来
の
慣
習
法
を
秩
序
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
目
的
で
派
遺
さ
れ
た
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
で
は
古
く
よ
り
石
炭
は
白
上
出
採
掘
、
白
由
利
用
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
新
湖
度
と
古
い
地
方
慣
行
と
の
問
の
斗
争
が
生
じ
、
そ
の
結
果
は
、
当
時
石
炭
が
蜂
天
掘
で
、
し

か
も
困
難
に
逢
着
す
る
と
直
ち
に
他
の
場
所
に
移
動
す
る
と
い
っ
た
乱
掘
状
態
に
あ
っ
た
た
め
〔
い
わ
ゆ
る
狸
掘
り
（
旨
昌
昌
葦
彗
）
〕
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

成
果
を
あ
げ
る
こ
と
小
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
（
量
Ｏ
ま
Ｏ
プ
書
旨
Ｏ
巨
Ｈ
・
在
位
期
問
一
七
；
丁
四
〇
年
〕
の
時
代
に
入
り
、

、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

一
七
三
四
年
に
リ
ッ
ベ
河
南
部
の
豊
富
な
塩
泉
を
基
礎
に
ウ
ソ
ナ
近
辺
に
王
立
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ボ
ル
ソ
製
塩
所
（
２
¢
穿
雪
豪
９
ｏ
◎
ｐ

乙
。
冨
；
ｏ
ぎ
ｃ
。
き
亮
嚢
己
。
・
。
。
げ
◎
昌
げ
９
旨
墨
↓
二
五
年
開
所
）
が
設
立
さ
れ
た
の
が
契
機
と
な
っ
て
石
炭
鉱
業
新
編
成
へ
の
動
機
が
創

　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
製
塩
特
権
は
ニ
ハ
五
二
年
に
大
選
帝
侯
に
よ
り
設
定
さ
れ
、
免
税
特
権
を
も
っ
僧
侶
、
貴
族
、

騎
十
を
除
い
て
各
家
長
に
塩
を
特
権
価
格
で
購
入
す
る
よ
う
命
令
が
出
さ
れ
、
一
八
〇
五
～
〇
六
年
に
こ
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
ま

で
問
接
税
の
う
ち
の
君
主
特
権
収
入
と
し
て
絶
対
王
制
の
財
政
的
基
盤
の
一
っ
を
構
成
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

製
塩
所
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
燃
料
確
保
の
目
的
で
軍
事
・
御
料
地
顧
問
リ
ヒ
タ
ー
（
巳
Ｏ
琴
一
〇
写
－
昌
Ｐ
一
Ｕ
Ｏ
昌
ぎ
９
曇
曇
Ｏ
巨
Ｏ
、
く
旨

箒
二
巴
、
昌
ｑ
悪
お
毒
Ｈ
訂
ｑ
８
巨
き
昌
Ｎ
ｑ
壷
忌
）
と
ク
レ
ｉ
フ
ェ
軍
事
顧
問
フ
ラ
ソ
ケ
（
２
０
０
Ｈ
睾
迂
訂
琴
亙
。
っ
量
け
～
彗
訂
）
が
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

時
の
マ
ル
ク
石
炭
鉱
業
の
状
態
調
査
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
一
」
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
結
果
が
マ
ル
ク
鉱
山
業
は
考
え
ら
れ
う

る
最
悪
の
見
透
し
を
も
っ
と
の
結
論
で
あ
っ
た
た
め
、
新
た
に
鉱
山
長
Ａ
・
Ｈ
・
デ
ッ
ヵ
－
が
派
遣
さ
れ
、
三
五
上
二
六
年
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

て
の
か
れ
の
活
動
が
画
期
的
意
義
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
Ａ
・
Ｈ
・
デ
ッ
カ
ー
の
活
動
の
中
心
は
、
○
Ｏ
採
掘
申
請
許
可
鉱
区
の
境
界
線
の
確
定
、
似
鉱
山
簿
記
（
勺
皇
昌
お
く
９
じ
Ｕ
ｏ
お
９
ｏ
才
－

　
　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
ィ
セ
ン
鉱
業
法
い
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
（
五
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
塘
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
（
五
七
六
）

○
昌
）
記
帳
命
令
、
閉
領
邦
君
主
〔
１
ー
プ
ロ
ィ
セ
ン
国
王
〕
に
た
い
す
る
追
徴
金
免
除
持
分
（
卑
集
衰
）
二
を
加
え
て
鉱
山
共
有
組
合
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

分
（
穴
員
）
数
を
二
一
八
に
確
定
す
る
こ
と
、
の
三
点
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
古
い
慣
行
と
の
衝
突
が
生
じ
、
鉱
区
確

定
の
た
め
の
測
量
は
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
大
罪
裁
判
所
（
豪
ｏ
昇
＆
ｏ
ヨ
ｃ
。
｝
毒
ぎ
）
に
た
い
す
る
抗
議
を
惹
起
し
、
三
八
年
に
プ
ロ
ィ
セ

ソ
国
王
に
よ
る
決
定
で
解
決
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
国
王
に
た
い
す
る
二
追
徴
金
免
除
持
分
の
設
定
は
ク
レ
ー
フ
ェ
官
庁
（
２
０
匡
Ｏ
－

く
雪
訂
冒
昌
毒
Ｈ
）
の
強
い
反
対
に
逢
着
し
て
遂
に
失
敗
に
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
活
動
の
基
礎
の
う
え
で
か
れ
の
行

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
＾
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

っ
た
改
革
提
案
に
も
と
ず
い
て
、
三
七
年
七
月
一
八
日
に
改
良
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
発
布
さ
れ
、
同
時
に
七
月
一
四

日
の
勅
令
（
釘
一
・
卑
一
呂
き
昌
Ｈ
卜
旨
一
ニ
ベ
・
。
べ
・
）
に
よ
っ
て
ボ
ヅ
フ
ー
ム
に
鉱
山
監
督
局
（
団
胃
電
ま
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
命
じ
ら

れ
〔
三
八
年
一
月
三
一
日
開
局
〕
、
　
こ
こ
に
新
鉱
山
行
政
組
織
が
創
出
さ
れ
、
こ
の
結
果
石
炭
鉱
業
を
鉱
業
特
権
の
も
と
に
お
く
こ
と

が
は
じ
め
て
法
律
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
　
『
監
督
原
則
」
に
も
と
ず
く
官
僚
的
・
国
庫
的
鉱
山
行
政
が
導
入
せ
ら
れ
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
令
は
一
五
四
二
年
の
鉱
業
条
令
を
引
継
い
で
お
り
、
こ
れ
を
石
炭
鉱
業
に
適
用
す
る
に

当
っ
て
ザ
ク
セ
ソ
と
ブ
ラ
ソ
デ
ソ
ブ
ル
グ
・
リ
ュ
ネ
ブ
ル
グ
鉱
業
法
（
畠
０
。
り
ぎ
麦
。
っ
Ｏ
ぎ
昌
ｑ
事
彗
ｑ
窒
巨
『
腎
９
－
曇
毒
巨
昼
・
・
｝
彗
霧
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

蟹
お
ｏ
軍
ｏ
）
が
基
礎
と
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
金
属
鉱
業
の
み
を
規
制
対
象
と
し
た
一
五
四
二
年
の
鉱
業
条
令
の
中
核
を
な
し
た
鉱
業
特
権
が
、
一
六
一
四
年
に
マ
ル
ク

伯
領
が
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
併
合
さ
れ
て
の
ち
、
石
炭
鉱
業
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
十
分
な
成
果
を
み
な
い
ま

ま
に
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
の
時
代
に
至
り
、
こ
の
時
期
に
製
塩
所
燃
料
確
保
の
目
的
か
ら
石
炭
鉱
業
が
改
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

脚
光
を
あ
び
る
こ
と
と
な
り
、
Ａ
・
Ｈ
・
デ
ッ
カ
ー
の
活
動
を
経
て
、
一
七
三
七
年
の
改
良
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
に
よ

り
、
鉱
業
特
権
と
と
も
に
『
監
督
原
則
』
に
も
と
ず
く
鉱
山
行
政
組
織
が
新
た
に
導
入
さ
れ
、
こ
の
結
果
石
炭
鉱
業
が
は
じ
め
て
鉱



業
法
視
制
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
一
」
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
、
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
は
一
七
三
七
年
の
改
正
ク
レ
ー
フ
ヱ
・
マ
ル
ク
鉱

業
条
令
に
よ
り
は
じ
め
て
法
的
規
制
の
も
と
に
お
か
れ
入
」
の
で
あ
っ
一
、
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
二
の
条
令
は
画
期
的
意
義
を
も
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
。
は
石
炭
鉱
業
は
い
ま
だ
そ
れ
自
体
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ソ
領
邦
絶
対
主
義
の
財
政
的
見
地
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

直
接
的
に
問
題
と
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
製
塩
特
権
収
入
増
大
の
た
め
に
製
塩
所
の
燃
料
を
確
保
す
る
と
い
う
問
接
的
な
彩
で
注
目

を
あ
び
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
点
は
鉱
山
行
政
組
織
創
出
に
た
い
す
る
ベ
ル
リ
ソ
政
府
の
冷
淡
さ
の
う
ち
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
鉱
業

条
令
実
施
の
た
め
に
は
専
門
知
識
を
も
つ
廿
吏
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ベ
ル
リ
ソ
政
府
は
費
用
が
か
か
る
と
拒
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ノ
ェ
ヘ

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
地
元
の
反
村
を
押
切
っ
て
四
季
の
斎
日
賃
租
（
＞
昇
争
ｏ
彗
◎
量
訂
昌
訂
擾
９
ｑ
）
を
各
炭
坑
当
り
週

％
レ
ダ
ー
・
ア
ル
ブ
ス
（
霊
宗
Ｈ
≧
げ
易
）
と
い
う
高
額
で
徴
収
し
、
こ
れ
を
官
吏
の
俸
給
に
当
て
る
と
と
も
に
、
鉱
山
監
督
局
官
吏

数
を
五
名
に
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
弥
撤
賃
租
（
く
ｏ
需
ｏ
５
は
製
塩
所
に
納
入
す
る
石
炭
に
た
い
し
て
免
税
さ
れ
て

い
た
が
ゆ
え
に
１
，
Ａ
・
Ｈ
・
デ
ッ
カ
ー
に
よ
る
リ
ソ
ゲ
ル
当
り
一
乃
至
％
シ
ュ
チ
ュ
ー
バ
ー
（
Ｈ
◎
ｐ
胃
ざ
ｃ
。
肇
）
胃
肩
◎
２
お
９
）
の

提
案
に
た
い
し
％
シ
ュ
チ
ュ
ー
バ
ー
に
引
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
鉱
山
監
督
局
も
四
五
年
九
月
二
一
日
に
－
は
製
塩
所
に
近
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

う
理
由
で
ボ
ッ
フ
ー
ム
よ
り
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ト
に
移
転
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
は
～
鉱
山
行
政
に
た
い
す
る
出
費
の
節
約
、
似

製
塩
所
燃
料
へ
の
免
税
と
そ
れ
に
伴
う
貢
租
収
入
へ
の
冷
淡
、
閉
製
塩
所
と
鉱
山
監
督
局
の
直
接
的
関
係
、
を
示
し
て
お
り
、
改
良

ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
で
は
石
炭
鉱
業
が
そ
れ
白
体
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
お
げ

る
転
換
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
時
代
に
人
り
、
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ン
の
派
遣
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
〕

　
Ｂ
形
成
期
。
改
良
ク
レ
ｉ
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
発
布
後
、
製
塩
所
燃
料
確
保
の
た
め
の
鉱
山
監
督
局
の
機
能
発
捧
と
鉱
業
制

　
〔

　
　
　
ル
ー
ル
石
次
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
（
五
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
（
五
七
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

度
の
改
革
は
進
展
を
み
る
こ
と
た
く
、
逆
に
そ
の
後
官
吏
数
が
増
大
し
、
鉱
山
行
政
上
の
腐
敗
が
顕
著
と
た
る
に
至
っ
た
。
一
七
五

四
年
に
こ
の
問
題
を
調
査
し
た
視
察
委
員
、
枢
密
顧
問
官
シ
ャ
ヅ
ク
と
軍
事
参
事
官
ラ
イ
ヒ
ャ
ル
ト
（
ａ
ｏ
団
實
ｏ
色
潟
。
り
ぎ
旨
昌
雰
－
昌

｛
窃
盲
～
窃
Ｈ
寄
ト
○
｝
Ｏ
ぎ
Ｈ
斗
く
・
Ｃ
っ
Ｏ
ぎ
鼻
；
ｑ
琴
具
。
り
Ｈ
～
け
寄
葦
胃
ｑ
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
「
従
来
の
全
制
度
は
こ

の
問
題
を
摘
発
し
な
か
っ
た
。
国
王
の
十
分
の
一
税
収
入
は
鉱
山
業
関
係
者
ま
た
は
二
、
三
の
鉱
山
官
吏
の
悠
意
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
」
、
ま
た
「
鉱
山
監
督
局
に
お
け
る
躁
狂
は
こ
れ
ま
で
非
常
に
低
劣
な
制
度
の
う
ち
で
行
わ
れ
て
お
り
、
何
人
も
か

れ
の
本
分
を
殆
ん
ど
尺
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
全
く
当
然
に
鉱
山
関
係
事
項
の
腐
敗
、
陛
下
と
鉱
山
共
有
組
合
の
損
失
が
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

果
し
た
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
た
め
、
五
五
年
に
枢
密
院
財
務
官
（
Ｐ
胃
○
｝
９
昌
¢
ヨ
§
冒
邑
）
ハ
ー
ゲ
ソ
が
総
務
局
（
Ｏ
彗
¢
邑
鼻
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

篶
奪
ｇ
巨
昌
）
か
ら
腐
敗
を
摘
発
し
、
国
王
の
収
入
を
増
大
さ
せ
る
目
的
で
マ
ル
ク
に
派
遣
さ
れ
、
こ
れ
に
シ
ュ
ト
ル
ベ
ル
ク
・
ヴ
ェ

ル
ニ
ゲ
ロ
ー
デ
（
ｏ
。
け
◎
豪
曇
考
ｏ
旨
常
昌
ま
）
か
ら
鉱
山
業
専
門
家
Ｊ
・
Ｆ
・
ハ
イ
ソ
ツ
マ
ソ
（
旨
罫
；
写
色
ま
｝
患
－
旨
昌
彗
づ
）
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

ま
た
マ
ソ
ス
フ
ェ
ル
ト
（
く
彗
・
っ
｛
彗
）
か
ら
バ
ウ
ム
（
団
彗
旨
）
が
同
道
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
五
四
年
の
視
察
委

員
報
告
と
ハ
ー
ゲ
ソ
派
遣
目
的
に
お
い
て
は
、
も
は
や
製
塩
所
燃
料
確
保
で
は
な
く
、
十
分
の
一
税
、
す
な
わ
ち
石
炭
鉱
業
よ
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

直
接
の
国
王
収
入
確
保
が
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
〔
在
位
期
問
一
七
四
〇
～
八
六
年
〕

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
精
力
的
な
富
国
強
兵
策
の
一
環
と
し
て
マ
ル
ク
石
炭
鉱
業
そ
れ
自
体
に
た
い
し
て
鉱
業
政
策
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ン
の
派
遣
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
に
と
っ
て
画
期
的
な
意
義
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
国
王
の
収
入
確
保
の
た
め
の
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ソ
の
活
動
は
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
か
れ
の
活

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

動
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
マ
ル
ク
の
農
民
的
坑
夫
（
茅
げ
ぎ
邑
事
彗
雰
蟹
罫
自
幕
烹
己
Ｏ
）
は
自
己
の
力
で
技
術
的
に
。
正
し
く
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ル
ン
ド
・
ヅ
ア
ソ
ツ

効
な
鉱
山
業
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
欲
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
か
れ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
根
本
原
則
の

’
”

‘－

．
－

山
山

山

’

」－
一－“｛舳…舳“＾｝＾

－



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

一
つ
と
い
わ
れ
る
国
家
は
そ
れ
白
身
が
管
理
者
（
書
義
ｏ
ぎ
箒
己
ｏ
、
）
と
し
て
た
お
現
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
基

ず
い
て
行
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
と
判
断
は
『
三
月
前
期
」
に
あ
っ
て
も
官
僚
は
教
師
兼
育
成
老
と
し
て
臣
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、

の
よ
き
後
見
者
で
あ
り
、
臣
下
を
し
て
自
己
の
最
善
を
尽
す
よ
う
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ
ロ
ィ
セ
ソ
鉱
山
官
僚
の
啓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

緊
革
緋
主
泰
齢
か
に
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
．
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
成
立
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め

に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
Ｌ
．
Ｐ
．
Ｙ
．
ハ
ー
ゲ
ソ
の
瀞
弥
小
於
一
は
十
分
の
一
税
収
入
増
大
を
も
た
ら
す
た
め
に
石
炭
消
費
を
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
五
五
年
に
煉
瓦
窯
、
石
灰
烹
、
ビ
ー
ル
、
火
酒
醸
遣
所
、
染
色
場
と
家
庭
で
の
石
炭
使
用
命
令
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
８
）

家
庭
で
の
使
用
命
令
は
十
分
な
効
果
を
あ
げ
て
い
な
い
。
っ
い
で
、
六
四
年
に
は
オ
ゼ
ム
ソ
ト
、
租
鋼
、
鉄
鍛
冶
場
で
、
さ
ら
に
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

○
年
に
は
パ
ソ
焼
窯
で
の
使
用
命
令
が
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
外
国
炭
の
ク
レ
ー
フ
エ
、
メ
ル
ス
、
マ
ル
ク
ヘ
の
輸
入
禁
止
令
が
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

六
年
と
六
八
年
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
齢
一
、
一
に
小
か
ハ
朴
於
狐
茶
～
小
愉
応
で
あ
る
。
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ソ
は
最
初
Ａ
．
Ｈ
．
デ
ツ
カ
ー
の
忠
告
に
し
た
が
っ
て
マ

ル
ク
石
炭
鉱
業
の
町
降
経
掛
心
を
企
て
た
の
で
あ
る
が
、
二
国
犀
経
営
炭
坑
は
い
ず
れ
も
五
四
～
五
五
年
に
休
坑
し
、
鉱
山
共
有
組

合
持
分
の
国
庫
獲
得
の
試
み
も
必
丹
か
か
か
わ
か
か
ぴ
わ
の
み
で
な
く
、
五
六
年
一
月
一
日
の
国
王
命
令
（
巨
・
。
・
く
。
、
。
、
ｐ
目
目
箏
四
）
に

よ
る
国
王
に
た
い
す
る
二
追
徴
金
免
除
持
分
設
定
の
命
令
も
再
び
ク
レ
ー
フ
エ
官
庁
の
反
対
に
遭
遇
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
苦
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

が
頻
発
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
す
で
に
一
八
世
紀
中
葉
に
は
農
村
内
部
で
の
杜
会
的
分
業
が
進
展
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

局
地
的
市
場
圏
が
彩
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
ラ
ィ
ソ
地
方
に
お
け
る
下
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
に
支
え
ら
れ
た
マ
ル
ク
坑
夫
の

プ
ロ
イ
セ
ソ
領
邦
絶
対
主
義
に
た
い
す
る
強
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
ル
ー
ル
石
次
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
（
五
七
九
）

■



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
栴
十
六
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
（
五
八
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
国
庫
経
営
化
の
努
力
と
と
も
に
鉱
山
共
有
組
合
炭
坑
に
た
い
す
る
育
成
策
が
と
ら
れ
た
。
鉱
山
共
有
組
合
の
詳
細
に
。
つ
い
て
は
後

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
）

段
に
譲
り
、
一
八
世
紀
中
葉
の
マ
ル
ク
石
炭
鉱
業
の
概
観
を
一
瞥
し
て
お
く
な
ら
ぼ
第
七
表
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
注
目
を

態状の業鉱炭石ク
数

ル
営

マ
経

の
の

葉
年

中
５
６

紀
一

世
５
５

１
８
１
７表７第

数夫
５
５
６
９
４
９
１
４
１
９
６
９
３
０
９
７
１
０
ｕ
１
ｌ
一
１
■
１
１
一
１
■

８８

坑

６

強

数

名

２
７
２
０
２
４
２
０
３
１
２
８
１
１
１
２

Ｏ

６

坑

１

炭

１

＝数

ｎ

夫

■
１
■
・

ｅ

ｇ

域

坑

計

均平り当

地

ｔ

Ｃ

●
１
１
－
ｒ

合

坑

ｍ
〃
　
〃

〃
　
〃

〃
ｅ

〃

〃
　
〃

〃
　
〃

炭

Ａ

Ｇ

一

坑炭大の年
５
６

～
５
５

１
７

ｎ

・
１
ｅ

地在

ｒ
　
討
ｍ
一
”
一
黙

所

ｔｍ
〃

Ｂ

Ａ

”
〃
〃
〃

１
１

（
１
）数夫

２
２
１
７
１
５
１
３
１
２
１
２

坑

ｅ
１

名坑炭

ｅｂｕｒＧ

麿
有

Ｍ
共

ま
山

伽
鉱

刊
の

名
３
名

５
一一

２

４
よ

ま
　
｛

似
坑

く
炭

働
の

こ
数

蜘
多

実
大

中
た

数
ま

夫
叫

坑
ｅ
　
。

の
汰
員

こ
冊
船

（
１
一
ｅ
糸

惹
く
点
は
、
ｏ
り
石
炭
鉱

業
の
中
心
が
製
塩
所
所

在
地
ウ
ソ
ナ
近
辺
の
ヘ

ル
デ
地
域
よ
り
狭
義
の

ル
ー
ル
・
タ
ー
ル
地
方

の
ヴ
ェ
ヅ
タ
ー
、
ボ
ッ

フ
ー
ム
周
辺
に
移
動
し

て
い
る
一
」
と
、
似
最
大

炭
坑
の
鉱
山
共
有
組
合

員
数
が
二
二
名
、
大
多

数
が
二
～
三
名
で
稼
行

一

＾山山ｈＭ
“｝’

…出
｛‘

…山…
＾山仙

－帖山

さ
れ
て
い
る
点
、
倒
大
炭
坑
で
は
す
で
に
労
働
す
る
坑
夫
と
労
働
に
参
加
し
な
い
鉱
山
共
有
組
合
員
（
三
彗
霜
秦
果
ｏ
、
）
と
へ
の
階
層

分
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。
　
甘
上
一
ゴ
か
い
於
於
於
朴
か
姶
釆
か
騒
天
扮
乱
掛
か
－
除
応
（
ｃ
っ
邑
－
ｇ
）
於
掛
～
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

移
行
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
生
じ
て
い
る
。
横
坑
採
次
の
詳
細
に
っ
い
て
も
後
段
に
譲
り
、
採
炭
が
地
表
よ
り
地
下
へ
と
移
動
す
る

こ
と
に
よ
り
、
巨
大
な
資
金
の
必
要
と
将
来
の
収
益
能
力
の
不
明
、
す
な
わ
ち
駐
の
大
と
い
う
鉱
山
業
の
も
っ
特
霧
ら
・
「
鉱



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

山
業
は
一
人
の
人
問
の
事
茉
で
は
な
く
結
今
力
を
必
要
と
す
る
一
と
い
う
原
理
が
作
用
し
、
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
に
お
い
て
も
鉱
山
共

朴
組
合
秋
絡
冬
小
於
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
Ｃ
こ
の
鉱
山
共
有
組
合
を
育
成
し
て
出
炭
量
を
増
大
さ
せ
、
十
分
の

一
祢
掛
肌
か
心
か
か
わ
か
…
、
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ソ
は
ザ
ク
セ
ソ
、
マ
ソ
ス
フ
ェ
ル
ト
、
ハ
ル
ツ
よ
り
熟
練
坑
夫
の
導
入
を
企

て
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ク
レ
ー
フ
ェ
官
庁
の
地
元
労
働
力
使
用
の
主
張
に
逢
着
し
て
成
果
を
あ
げ
え
ず
、
五
五
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
レ
ム
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
７
）

五
六
年
に
は
六
八
八
坑
夫
中
他
国
人
は
七
五
名
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
二
だ
が
、
こ
二
に
鉱
山
共
有
組
合
育
戎
策
が
積

極
的
に
と
り
あ
げ
始
め
ら
れ
た
点
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
埜
ゴ
ｐ
、
以
上
の
石
炭
使
用
命
令
に
よ
る
市
場
拡
大
災
、
な
ら
び
に
炭
坑
国
庫
経
営
化
努
力
と
鉱
山
共
有
組
合
育
成
に
よ
る
出
炭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

量
増
大
策
と
平
行
し
て
、
十
分
の
一
税
徴
収
と
石
炭
鉱
業
育
成
の
た
め
の
鉱
山
官
僚
制
の
整
備
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

十
分
の
一
税
徴
収
の
不
十
分
さ
は
坑
夫
長
（
０
．
Ｏ
巨
Ｏ
巨
昌
暑
訂
、
）
の
任
務
遂
行
の
怠
慢
に
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
坑
夫
長
に
・
宣
誓
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

こ
れ
を
統
轄
す
る
た
め
に
ー
、
五
五
年
に
新
た
に
二
名
の
上
級
坑
夫
長
（
○
げ
。
、
乙
。
。
巨
。
巨
昌
。
一
。
。
け
。
、
）
が
任
命
さ
れ
、
　
翌
年
に
は
四
名
に
増

員
さ
れ
た
。
‘
坑
夫
長
に
は
鉱
山
共
有
組
合
員
の
息
子
が
就
任
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
多
敬
山
灰
坑
の
出
炭
と
販
売
の
管
理
を
任
務
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、

と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
っ
ぎ
に
会
計
制
度
の
改
善
が
企
て
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
会
計
機
関
と
し
て
は
十
分
の
一
税
金

庫
（
宗
ヲ
寿
婁
ｏ
）
と
鉱
山
共
有
組
合
金
庫
（
じ
ｏ
¢
畠
胃
毒
、
斤
・
。
ｏ
プ
、
津
。
つ
斤
、
。
、
。
。
の
Ｈ
Ａ
．
Ｈ
．
デ
ツ
ヵ
－
創
設
）
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

後
者
か
ら
坑
夫
関
係
の
会
計
を
切
離
す
た
め
、
ザ
ク
セ
ソ
坑
土
人
共
済
組
合
金
庫
（
２
。
。
。
叫
。
プ
。
。
一
。
。
。
｝
。
穴
箏
”
弓
・
。
。
｝
、
津
・
。
〆
、
。
つ
・
。
。
）
を
模
範
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

し
て
、
五
六
年
八
月
四
日
の
坑
夫
共
済
組
合
金
庫
令
（
穴
箏
、
君
。
。
。
プ
、
津
。
。
斤
、
・
つ
。
。
。
。
。
。
片
、
け
一
一
け
）
に
よ
っ
て
新
た
に
坑
夫
共
済
組
合
金
庫
が
設

歓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
鉱
山
共
有
組
合
金
庫
は
鉱
山
竹
僚
の
俸
給
の
み
を
取
扱
う
機
関
に
純
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
実
効
は
七
年
戦
争
と
ク
レ
ー
フ
ェ
官
庁
が
坑
夫
共
済
組
合
は
他
国
人
坑
夫
と
金
属
鉱
山
に
必
要
で
あ
っ
て
も
石
炭
鉱

　
　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
五
八
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
（
五
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
）

業
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
の
見
解
を
と
っ
た
た
め
に
一
〇
年
後
に
延
期
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
さ
ら
に
、
乱
掘
を
防
止
し
、
採
掘
申
請
許
可
炭
坑
に
ょ
る
採
炭
を
確
実
に
す
る
た
め
に
齢
恥
弥
か
巡
祢
を
強
化
し
、
鉱
山
監
督
局

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
定
期
的
な
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
過
剰
生
産
防
止
の
た
め
に
新
炭
坑
開
設
を
制
限
し
て
既
存
炭
坑
へ
の

市
場
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
鉱
山
共
有
組
合
員
を
さ
ま
ざ
ま
な
詐
欺
か
ら
防
衛
す
る
役
割
を
も
果
し
た
の
で
あ
っ
て
、
か
小
血
ハ
郁

、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

組
合
を
プ
ロ
ィ
セ
ソ
領
邦
絶
対
主
義
の
杜
会
的
基
盤
に
く
み
込
ん
で
い
く
努
力
の
一
環
と
し
て
の
意
義
を
も
担
っ
た
の
で
あ
る
。
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

上
の
よ
う
な
鉱
山
行
政
の
実
施
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
、
鉱
山
監
督
局
も
五
五
年
に
ー
シ
ュ
ヴ
ヱ
ル
ト
か
ら
ハ
ッ
テ
ィ
ソ
ゲ
ソ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

五
八
年
に
再
び
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ト
ヘ
、
六
六
年
に
は
ハ
ー
ゲ
ソ
ヘ
と
移
転
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
Ｌ
．
Ｐ
．
ｖ
．
ハ
ー
ゲ
ソ
の
活
動
の
第
四
は
、
Ｊ
・
Ｆ
・
ハ
ィ
ソ
ソ
マ
ソ
と
共
同
し
て
、
改
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令

の
規
制
対
象
が
主
と
し
て
石
炭
鉱
業
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
浄
金
静
甘
（
曽
葦
雪
ミ
窮
彗
）
か
ポ
掛
朴
下
に
お
こ
う

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
七
年
戦
争
に
よ
り
遅
延
し
、
六
六
年
の
修
正
グ
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
に
１
お
い
て
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
（
３
１
）

化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
冶
金
業
へ
の
介
入
は
現
実
に
は
遂
に
成
功
を
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
製
塩
所
燃
料
確
保
の
た
め
の
石

炭
鉱
業
か
ら
、
石
炭
鉱
業
そ
れ
自
体
を
規
制
下
に
お
き
、
さ
ら
に
石
炭
と
鉄
と
を
連
繋
さ
せ
る
こ
と
に
ょ
り
財
政
的
基
盤
を
強
化
す

る
と
同
時
に
軍
事
的
基
礎
を
も
創
出
し
よ
う
と
す
る
政
策
転
換
が
明
瞭
に
よ
み
と
れ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
歴
代
プ
ロ
ィ
セ
ソ
官
僚
の
諸
活
動
、
と
く
に
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ソ
の
そ
れ
が
も
っ
た
意
図
を
体
系
的
に
実
現
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

め
に
、
七
年
戦
争
終
了
後
の
一
七
六
六
年
四
月
二
九
日
に
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
発
布
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
〔
五

月
；
百
よ
り
発
効
〕
。
　
こ
の
条
令
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
規
定
の
う
ち
蚕
葵
ど
臥
か
か
か
ポ
か
か
外
拳
す
る
な
ら
ぼ
っ
ぎ
の
如
く
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
。
○
ｏ
こ
の
条
令
の
中
核
を
な
す
鉱
業
特
権
規
定
。
な
お
全
規
定
は
こ
れ
を
中
心
に
く
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
赴
掛
い



か
か
わ
り
の
あ
る
事
項
と
し
て
は
、
同
試
掘
権
、
鉱
区
設
定
、
採
掘
権
は
国
王
の
代
理
機
関
と
し
て
の
鉱
山
官
庁
の
許
可
に
よ
り
鉱

業
権
者
に
賦
与
さ
れ
る
と
い
う
規
定
、
向
鉱
山
貢
租
規
定
、
ｏ
鉱
業
権
者
と
地
表
所
有
権
者
と
の
諒
解
事
項
に
関
す
る
規
定
。
似
か

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

山
行
政
に
関
す
る
譜
規
定
、
回
鉱
山
貢
租
徴
収
に
関
す
る
も
の
、
向
鉱
山
警
察
的
監
視
に
関
す
る
も
の
、
ｏ
私
的
鉱
業
経
営
指
導
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

定
Ｈ
「
監
督
原
則
』
。
倒
そ
の
利
益
保
護
の
観
点
を
中
心
と
す
る
鉱
山
共
有
組
合
に
関
す
る
譜
規
定
。
な
お
、
こ
れ
ら
諸
規
定
の
う
ち
、

一
八
世
紀
に
お
げ
る
ド
ィ
ッ
鉱
業
法
を
特
色
づ
け
た
『
監
督
原
則
」
の
根
本
命
題
は
こ
の
条
令
に
お
け
る
詳
細
な
渚
視
定
と
、
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
）

レ
ー
ジ
ェ
ソ
と
マ
グ
デ
ブ
ル
グ
に
た
い
す
る
鉱
芙
条
令
に
お
い
て
も
っ
と
も
明
白
に
定
式
化
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
い
ま
、
こ
の
条
令
の
法
律
構
造
を
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
と
の
関
連
で
、
し
か
も
そ
の
経
済
的
側
面
に
視
角
を
限
定
し
て
要
約
す
る
な

ら
ぼ
、
そ
の
骨
格
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
示
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
鉱
業
特
権
を
も
っ
国
王
と
石
炭
鉱
業
に
実
際
に
従
事
す

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
鉱
山
共
有
組
合
と
の
関
係
は
鉱
業
特
権
の
経
済
的
実
現
形
態
で
あ
る
鉱
山
貢
租
の
収
取
関
係
と
し
て
現
象
し
、
そ
の
さ
い
、
こ
の

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

収
取
を
媒
介
し
た
の
が
鉱
山
官
僚
で
あ
り
、
媒
介
の
具
体
的
内
容
は
¢
後
者
よ
り
前
者
へ
の
徴
収
貢
租
の
引
渡
し
、
　
貢
租
額
を
増

大
さ
せ
る
た
め
の
後
者
に
た
い
す
る
経
営
指
導
Ｈ
「
監
督
原
則
」
、
　
貢
租
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
の
前
者
に
よ
る
後
者
の
利
益
保
護
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、

に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
条
令
の
う
え
の
視
角
よ
り
す
る
法
律
構
造
は
、
○
ｏ
鉱
山
貢
租
規
定
、
似
鉱
山
行
政
規
定
、
と
く
に
『
監

、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

督
原
則
』
の
諸
規
定
、
閉
鉱
山
共
有
組
合
に
関
す
る
規
定
、
の
三
者
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
と
要
約
し
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
貢
租

徴
収
を
確
実
に
す
る
た
め
、
プ
ロ
ィ
セ
ソ
領
邦
絶
対
主
義
は
何
よ
り
も
ま
ず
一
定
の
利
益
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
１
よ
り
鉱
山
共
有
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

合
を
白
己
の
も
と
に
繋
ぎ
と
め
て
お
く
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
補
強
す
る
と
と
も
に
実
際
に
労
働
す
る

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

坑
夫
を
自
ら
の
体
制
内
に
編
入
す
る
目
的
で
発
布
さ
れ
た
の
が
、
六
七
年
五
月
ニ
ハ
ロ
の
坑
夫
の
一
般
特
権
令
（
ｑ
鶉
○
雪
ｏ
邑
旦
羊

Ｈ
の
。
ｑ
一
員
昌
艘
、
２
。
匝
。
、
ぴ
ｑ
一
。
鼻
０
巨
箒
昌
寿
§
Ｏ
．
ｑ
巨
昌
５
¢
＜
９
雲
貝
雪
巨
冒
峯
２
易
昌
ｑ
Ｏ
Ｓ
琴
罫
津
く
彗
斤
）
と
坑
夫
の
た
め
の
坑
夫

　
　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
（
五
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
（
五
八
四
）

共
済
組
合
金
庫
の
制
度
と
指
導
に
関
す
る
訓
令
（
豪
Ｈ
邑
；
葦
９
Ｎ
毒
里
目
Ｈ
一
〇
一
き
お
昌
ｑ
雲
～
旨
。
ｑ
註
『
委
若
混
Ｏ
ぎ
豪
斥
鶉
・
っ
¢
艘
Ｈ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
３
）

昌
¢
雰
謁
－
昌
試
巨
箒
昌
患
Ｈ
Ｎ
◎
胴
９
昌
ら
雲
９
司
旨
乙
・
け
彗
巨
昌
く
窒
易
昌
｛
○
轟
赤
Ｏ
罫
ま
く
｝
ｈ
斤
）
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
伯
領
獲
得
以
降
プ
ロ
イ
セ
ソ
領
邦
絶
対
主
義
が
こ
の
地
の
石
炭
鉱
業
に
た
い
し
て
行
っ
た
努
力
は
こ
の
条
令

　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
一
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

に
お
い
て
法
律
的
に
完
成
さ
れ
た
形
で
体
系
化
さ
れ
、
一
八
六
五
年
に
至
る
ま
で
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
に
た
い
し
て
強
い
影
響
を
及
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

し
た
の
で
あ
る
が
、
Ａ
・
Ｈ
・
デ
ッ
カ
ー
と
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ソ
の
活
動
の
結
果
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
１
、
こ
の
条
令
は
既
成

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
へ
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

事
実
を
法
的
に
体
系
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
ィ
セ
ソ
領
邦
絶
対
主
義
の
鉱
業
政
策
展
開
の
指
針
と
し
て
、
こ
れ
に
奉
仕
す
る

役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
令
が
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
に
実
際
に
骸
響
を
及
ぽ
す
た
め
に
ー
は
、
た
お
Ｖ
・
シ

ュ
タ
イ
ソ
に
よ
る
具
体
的
実
施
努
力
と
、
一
八
〇
三
年
に
お
け
る
エ
ッ
セ
ソ
、
ヴ
ェ
ル
デ
ソ
修
道
院
領
へ
の
こ
れ
の
拡
大
を
経
過
し

な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
Ｃ
整
備
、
拡
張
期
。
修
正
ク
レ
ー
フ
ヱ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
実
施
の
た
め
に
ま
ず
着
手
さ
れ
た
の
は
鉱
山
行
政
を
改
革
し
、
中
央

　
〔

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

指
導
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
七
六
八
年
に
総
務
局
に
鉱
山
・
冶
金
部
（
Ｏ
召
萱
豪
巨
富
『
霧
品
－
；
Ｐ
曽
葦
彗
ミ
窃
彗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ぎ
０
９
ｏ
邑
睾
¢
琴
◎
き
昌
）
が
創
設
さ
れ
、
こ
の
部
局
の
初
代
大
臣
に
Ｌ
・
Ｐ
・
ｖ
・
ハ
ー
ゲ
ソ
が
就
任
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
後
任
ｖ
・
ｄ
・
シ
ュ
ー
レ
ソ
ブ
ル
グ
（
く
・
Ｐ
ｏ
．
ｏ
巨
一
９
巨
お
）
を
経
て
、
七
七
年
に
Ｆ
・
Ａ
・
ｙ
・
ハ
イ
ニ
ッ
ツ
（
睾
重
『
店
声
鼻
９

く
◎
箏
寿
巨
５
が
任
命
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
一
八
〇
二
年
ま
で
の
か
れ
の
在
任
期
問
に
行
政
改
革
と
鉱
業
政
策
が
積
極
的
に
展
開
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
か
れ
は
ま
ず
四
地
方
鉱
山
局
を
創
設
し
た
。
ベ
ル
リ
ソ
〔
管
轄
区
域
Ｈ
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
、
ノ
ィ
・
マ
ル
ク
、
東
プ
ロ
ィ
セ
ン
、
西
プ

ロ
イ
セ
ソ
各
州
〕
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
〔
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
、
グ
ラ
ッ
ツ
〕
、
　
ハ
レ
〔
マ
グ
デ
ブ
ル
グ
、
ハ
ル
ベ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
ハ
ル
ツ
）
、
ホ
ー
ニ
ン



シ
ュ
タ
ィ
ソ
、
マ
ソ
ス
フ
ェ
ル
ト
地
域
〕
と
ド
ル
ト
ム
ソ
ト
〔
ク
レ
ー
フ
ェ
、
マ
ル
ク
、
ヴ
ェ
ー
ゼ
ル
河
以
西
の
各
地
域
〕
の
各
地
方
鉱
山
局

が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
は
マ
ル
ク
視
察
旅
行
を
八
○
年
、
八
四
年
、
九
七
年
の
三
度
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
お
り
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

で
の
石
炭
鉱
業
に
た
い
し
て
「
王
国
に
お
け
る
最
重
要
事
」
と
の
認
識
を
抱
き
、
マ
ル
ク
石
炭
鉱
業
に
た
い
す
る
国
家
指
導
の
高
点

を
築
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
ー
七
〇
年
九
月
一
〇
日
に
ハ
ー
ゲ
ソ
所
在
の
マ
ル
ク
鉱
山
監
督
局
は
ハ
ム
所
在
の
マ
ル
ク
官
庁
代
表

（
昌
ｏ
旨
腎
芸
ｏ
ぎ
穴
ｐ
旨
冒
玉
Ｕ
¢
り
巨
き
昌
昌
麦
昌
昌
）
の
管
轄
か
ら
総
務
局
鉱
山
・
冶
金
部
の
直
轄
に
移
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ー
ー
ク
ス
・
ド
メ
ー
え
ノ
レ
ー
テ

さ
ら
に
七
八
年
に
１
は
従
来
ク
レ
ー
フ
ェ
官
庁
が
軍
事
・
御
料
地
顧
問
会
と
し
て
の
立
場
か
ら
勧
告
権
に
よ
っ
て
鉱
山
官
庁
指
導
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

っ
て
き
た
の
を
改
め
、
マ
ル
ク
鉱
山
監
督
長
（
ｑ
胃
昌
ぎ
豪
ｏ
ぎ
零
島
葦
ｏ
斤
葦
）
が
直
接
鉱
山
．
冶
金
部
よ
り
派
遺
さ
れ
る
こ
と
に

た
り
〔
初
代
ｖ
・
フ
ェ
ル
ト
ハ
イ
ム
（
軍
９
ぎ
冒
く
９
く
ｏ
；
ｏ
ぎ
）
、
八
一
年
よ
り
Ｗ
．
ｖ
．
エ
ツ
シ
ェ
ソ
（
胃
プ
・
考
■
訂
く
９
雰
９
彗
）
、
八

四
年
以
降
Ｙ
・
シ
ュ
タ
ィ
ン
〕
、
こ
れ
を
機
会
に
二
一
月
二
〇
ｎ
口
に
鉱
山
監
督
局
は
ハ
ー
ゲ
ソ
よ
り
ヴ
ェ
ッ
タ
！
に
移
転
し
、
こ
う
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
４
）

鉱
山
行
政
の
中
央
指
導
体
制
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、

　
中
央
指
導
体
制
強
化
と
平
行
し
て
、
そ
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
鉱
山
官
吏
養
成
機
構
が
整
備
さ
れ
た
ｃ
す
な
わ
ち
、
Ｆ
．
Ａ
．

Ｖ
・
ハ
イ
ニ
ッ
ツ
は
七
〇
年
に
す
で
に
ベ
ル
リ
ン
に
鉱
山
学
校
（
雰
謁
。
。
ｏ
巨
一
〇
｛
青
巳
二
９
プ
箏
巨
一
一
彗
団
窒
艮
ｏ
箏
Ｐ
竃
Ｎ
９
ぎ
箏
）
を
創

設
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
鉱
山
官
吏
資
格
詠
験
制
度
一
９
箏
里
ｏ
毒
己
邑
巨
二
饒
〔
宗
目
訂
曇
ま
旨
ぎ
｝
彗
看
〇
一
…
冒
茅
ｐ
睾

。
。
冨
き
享
彗
思
『
管
＄
葦
Ｏ
）
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
　
鉱
山
官
吏
に
主
と
し
て
先
進
イ
ギ
リ
ス
の
鉱
業
技
術
を
習
得
す
る
目
的
で
海

外
旅
行
の
機
会
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
鉱
山
官
吏
陶
冶
に
た
い
し
て
こ
う
し
た
配
慮
を
行
っ
た
う
え
で
、
大
王
の
危
耀
を
排
し
て

王
国
の
二
大
石
炭
鉱
業
中
心
地
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
と
マ
ル
ク
に
二
〇
才
代
の
有
能
官
吏
Ｆ
・
Ｗ
．
ｖ
．
レ
ー
デ
ソ
（
句
、
一
、
｛
、
一
。
｝
オ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、

旨
ｏ
ぎ
く
冒
内
＆
彗
）
と
Ｖ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ
を
そ
の
指
導
の
た
め
に
派
遺
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｖ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
八
四
年
か

　
　
　
　
ル
！
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
（
五
八
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
（
五
八
六
）

、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

ら
一
八
〇
四
年
の
二
〇
年
間
に
わ
た
る
努
力
に
よ
っ
て
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
は
修
正
ク
レ
ー
フ
ヱ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
の
制
縛
下
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
Ｖ
．
シ
ュ
タ
ィ
ソ
は
、
能
率
あ
る
工
業
建
設
は
国
家
の
厳
格
な
指
導
下
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
の
信
念
に
基
づ
き
、
石
炭
鉱
業
に

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

お
い
て
は
『
監
督
原
則
』
の
実
施
を
中
心
課
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
活
動
開
始
に
当
り
参
考
と
さ
れ
た
の
は
八
二
ぞ

八
三
年
に
マ
ル
ク
と
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ソ
を
比
較
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ソ
鉱
山
監
督
長
Ｆ
・
Ｗ
・
ｖ
・
レ
ー
デ
ン
の

マ
ル
ク
石
炭
鉱
業
地
域
視
察
報
告
で
あ
っ
た
。
Ｖ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
こ
れ
を
参
考
と
し
て
、
マ
ル
ク
伯
領
に
お
い
て
は
シ
ュ
レ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

エ
ソ
の
ぼ
あ
い
に
お
け
る
よ
う
に
国
庫
に
よ
る
大
規
模
鉱
山
・
冶
金
所
設
立
を
通
じ
て
の
石
炭
鉱
業
振
興
策
で
は
な
く
、
下
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
発
展
の
基
礎
上
で
展
開
し
た
民
問
石
炭
鉱
業
を
育
成
す
る
方
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
Ｌ
・
Ｐ
・
Ｙ
・
ハ

ー
ゲ
ソ
の
企
て
た
石
炭
鉱
業
国
庫
経
営
化
の
道
は
放
棄
さ
れ
、
鉱
山
共
有
組
合
指
導
の
た
め
の
『
監
督
原
則
」
実
施
が
中
心
課
題
と

　
　
　
　
　
　
（
３
６
）

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
こ
の
課
題
遂
行
の
た
め
の
基
礎
作
業
と
な
っ
た
の
は
有
能
鉱
山
官
吏
を
配
置
し
て
鉱
山
共
有
組
合
と
坑
夫
共
済
組
合
を
服
従
さ
せ
、

さ
ら
に
自
発
的
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
Ｆ
・
Ｗ
・
ｙ
・
レ
ー
デ
ソ
報
告
に
基
づ
き
、
鉱
山
監
督
局
は
私
利

私
欲
追
及
と
怠
慢
に
よ
り
信
用
を
喪
失
し
て
い
る
と
の
判
断
を
下
し
、
鉱
山
官
吏
の
譲
責
が
行
わ
れ
た
。
た
と
え
ぼ
、
Ｊ
・
Ｐ
・
ハ

ィ
ソ
ッ
マ
ソ
（
旨
一
一
易
雲
旨
り
鶉
ミ
彗
”
箏
箏
Ｈ
Ｊ
．
Ｆ
．
ハ
ィ
ン
ッ
マ
ン
の
息
子
）
に
た
い
す
る
ル
ー
ル
地
方
熟
知
の
廉
直
の
士
で
あ
る

が
、
非
能
率
な
採
掘
防
止
を
怠
っ
て
い
る
と
の
批
判
、
ま
た
官
房
官
吏
カ
ベ
ル
（
蚕
竃
一
９
げ
＄
昌
雪
Ｏ
占
足
）
に
は
「
愚
鈍
、
無
知
、

不
適
任
」
の
非
難
、
さ
ら
に
多
く
の
坑
夫
長
に
た
い
し
無
能
で
不
正
直
と
の
叱
責
、
等
。
こ
の
結
果
、
有
能
官
吏
が
配
置
さ
れ
、
八

六
年
五
月
一
八
日
の
命
令
（
〇
一
篶
ぎ
８
ａ
冒
轟
き
昌
奏
・
竃
■
ミ
・
。
９
）
に
よ
り
、
炭
坑
本
来
の
行
政
は
鉱
山
監
督
局
任
命
の
上
級

山

仙｛二〇」｛山



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
７
）

坑
夫
長
と
上
級
係
員
に
－
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
つ
ぎ
に
、
鉱
山
共
有
組
合
と
坑
夫
共
済
組
合
の
服
従
、
協
力
化
へ
の
試
み
が
、
賃
銀
規
制
と
坑
夫
陶
冶
を
中
心
と
す
る
改
革
の
詳

細
に
っ
い
て
述
べ
た
八
四
年
七
月
の
覚
書
（
Ｏ
雪
秀
Ｏ
重
ｈ
；
一
Ｈ
二
己
一
Ｈ
轟
ト
）
を
発
表
す
る
こ
と
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
覚
書
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

同
年
八
月
マ
ル
ク
を
視
察
旅
行
し
た
Ｆ
・
Ａ
・
ｙ
・
ハ
ィ
ニ
ッ
ツ
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
鉱
山
共
有
組
合
と
坑
夫
共
済

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

組
合
か
ら
は
強
い
反
対
に
逢
着
し
た
の
で
あ
る
。
前
者
に
よ
る
反
対
の
中
心
は
炭
坑
会
計
収
支
報
告
書
を
鉱
山
監
督
局
に
提
出
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

こ
と
が
か
れ
ら
の
不
利
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
　
Ｖ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
八
六
年
三
月
一
八
目
の
国
王
公
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

（
９
罵
罫
一
・
～
茎
・
彗
２
冒
・
昌
Ｈ
・
。
．
く
腎
・
一
轟
９
）
に
よ
り
会
計
報
告
書
を
提
出
し
な
い
時
に
は
採
掘
許
可
を
取
消
す
と
脅
迫
し
た

の
ち
、
Ｆ
・
Ａ
・
ｖ
・
ハ
イ
ニ
ッ
ツ
の
命
題
、
　
「
鉱
山
共
有
組
合
が
従
来
鉱
山
業
か
ら
支
払
っ
て
い
る
多
様
な
貢
租
を
強
要
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
ら
の
真
の
利
益
を
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
促
進
す
る
意
図
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

い
る
と
か
れ
ら
に
確
信
さ
せ
る
こ
と
」
に
し
た
が
っ
て
、
有
能
な
坑
夫
長
、
係
員
、
石
炭
測
量
師
を
配
置
し
て
不
正
を
除
去
し
、
鉱

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

山
共
有
組
合
員
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。
Ｖ
・
シ
ュ
タ
ィ
ソ
赴
任
直
前
の
八
三
年
五
月
二
四
日
に
マ
ル
ク
鉱

山
監
督
局
に
よ
る
新
炭
坑
開
設
禁
止
令
も
、
販
路
の
狭
少
な
当
時
に
あ
っ
て
過
剰
生
産
を
抑
制
し
、
既
存
鉱
山
共
有
組
合
を
保
護
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
８
）

て
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
に
か
れ
ら
を
服
従
さ
せ
る
布
石
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
う
る
。

　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
坑
夫
共
済
組
合
に
よ
る
改
革
反
対
の
中
心
は
無
給
作
業
方
（
串
¢
ぎ
巨
Ｏ
巨
竃
）
に
た
い
す
る
苦
情
に
１
お
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
坑
夫

共
済
組
合
に
は
最
初
老
人
が
多
く
加
入
し
た
た
め
、
坑
夫
共
済
組
合
金
庫
の
赤
字
が
八
四
年
に
は
一
、
二
二
〇
タ
ー
ラ
ー
に
１
も
達
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

こ
の
た
め
組
合
員
の
分
担
金
（
零
葦
紺
¢
）
を
高
め
る
必
要
が
生
じ
、
無
給
作
業
方
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
苦
情
に
た
い

、し
八
六
年
に
分
担
金
を
高
め
な
い
こ
と
が
約
さ
れ
、
ま
た
「
Ｖ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ
が
鼓
吹
し
た
最
初
の
自
治
」
と
称
せ
ら
れ
る
坑
夫
共

　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
業
法
い
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
（
五
八
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
（
五
八
八
）

済
組
合
長
（
穴
量
署
・
。
Ｏ
霊
穿
警
落
彗
）
の
坑
夫
に
よ
る
選
出
が
許
可
さ
れ
る
に
及
ん
で
反
抗
は
終
煽
し
、
坑
夫
は
満
足
し
て
坑
夫
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
９
）

済
組
合
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
鉱
山
共
有
組
合
と
坑
夫
共
済
組
合
を
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た

Ｙ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
、
九
二
年
六
月
二
六
目
の
勅
令
（
釘
－
胃
雲
き
ぎ
睾
－
昌
ニ
ベ
睾
）
に
よ
り
ク
レ
ー
フ
ェ
軍
事
・
御
料
地
官

庁
（
宗
昌
Ｏ
多
Ｏ
ぎ
胃
無
。
。
と
目
Ｐ
Ｕ
◎
旨
巴
罵
箏
ぎ
昌
旨
Ｏ
Ｈ
）
の
も
と
に
あ
っ
た
マ
ル
ク
鉱
山
監
督
局
を
こ
れ
か
ら
独
立
さ
せ
て
新
た
に
ヴ

ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
上
級
鉱
山
監
督
局
（
ｑ
易
オ
勢
肇
迂
訂
○
げ
Ｏ
ま
Ｏ
『
電
賢
）
を
設
置
し
、
そ
の
も
と
に
リ
ソ
ゲ
ソ
ニ
ァ
ク
レ
ソ
ブ

ル
グ
鉱
山
監
督
局
（
巨
お
彗
－
宗
Ｏ
巨
彗
巨
『
冨
Ｏ
｝
窪
団
胃
電
ま
豊
一
事
彗
９
Ｈ
Ｏ
目
）
と
ミ
ソ
デ
ソ
鉱
山
委
員
会
（
亀
¢
思
お
事
胃
雰
－
寄
昌
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
０
）

昌
雰
ぎ
豊
；
邑
彗
）
を
置
く
こ
と
に
よ
り
行
政
制
度
改
革
の
仕
上
げ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
礎
の
う
え
で
石
炭
鉱
業

振
興
の
た
め
の
新
技
術
導
入
、
道
路
建
設
、
ル
ー
ル
河
航
行
容
易
化
等
の
多
面
的
活
動
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ち
に
触
れ
る
こ
と
と
し
、
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
八
〇
三
年
、
す
な
わ
ち
Ｖ
・
シ
ュ
タ
イ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
よ
る
マ
ル
ク
石
炭
鉱
業
統
治
の
最
晩
年
に
エ
ッ
セ
ソ
、
ヴ
ェ
ル
デ
ソ
修
道
院
領
に
そ
の
適
用
が
拡
大
さ
れ
、
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
は

こ
の
条
令
下
に
完
全
に
■
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
一
九
世
紀
初
頭
の
ニ
ッ
セ
ン
、
ヴ
ェ
ル
デ
ソ
地
域
の
石
炭
鉱
業
は
マ
ル
ク
の
そ
れ
と
類
似
の
状
態
に
あ
っ
た
。
一
八
〇
二
年
の
軍

事
・
御
料
地
顧
問
リ
ー
ブ
レ
ヒ
ト
の
報
告
（
思
ま
ま
｛
窃
寄
無
。
。
－
昌
ｑ
Ｏ
◎
昌
ぎ
０
冒
券
巨
Ｏ
耳
９
巨
く
◎
冒
Ｈ
．
；
き
旨
げ
９
奏
Ｓ
・
）
に
よ

る
と
、
エ
ッ
セ
ソ
、
ヴ
ェ
ル
デ
ソ
修
道
院
領
で
の
炭
坑
数
二
一
七
〔
う
ち
八
二
が
稼
行
中
、
四
五
は
休
坑
〕
、
坑
夫
数
七
五
〇
名
で
、
採

炭
技
術
と
し
て
は
ル
ー
ル
・
タ
ー
ル
近
辺
で
の
横
坑
採
掘
を
除
き
大
部
分
は
手
工
的
基
礎
で
の
乱
掘
状
態
に
あ
ゲ
、
最
大
炭
坑
坑
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
１
）

数
は
ニ
ッ
セ
ソ
鉱
山
共
有
組
合
の
三
八
名
、
平
均
一
炭
坑
当
り
一
〇
名
と
い
う
規
模
で
あ
っ
た
。
修
道
院
の
鉱
山
行
政
は
二
二
四
九



年
に
ド
ィ
ツ
皇
帝
よ
り
与
え
ら
れ
た
鉱
業
特
権
を
基
礎
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
農
民
で
あ
る
十
分
の
一
税
徴
収
官
吏
（
Ｎ
¢
ま
ｐ

ぎ
茸
）
に
よ
る
十
分
の
一
税
徴
収
の
み
に
限
定
さ
れ
、
鉱
山
官
庁
的
監
督
は
な
さ
れ
ず
、
坑
夫
共
済
組
合
も
存
在
し
て
は
い
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
一
八
〇
一
年
二
月
九
日
の
リ
ュ
ネ
ヴ
ィ
ル
平
和
条
約
の
結
果
プ
ロ
イ
セ
ソ
領
と
な
っ
た
こ
の
両
修
道
院
領
に
翌
〇

三
年
に
プ
ロ
イ
セ
ソ
一
般
ラ
ソ
ト
法
と
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

た
い
し
地
元
坑
夫
は
強
力
な
反
抗
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同
年
一
一
月
に
は
鎮
圧
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
実
施
を
み
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
坑
夫
共
済
組
合
制
度
も
導
入
さ
れ
、
最
初
は
マ
ル
ク
坑
夫
共
済
組
合
に
属
し
て
い
た
の
が
、
〇
七
年
に
エ
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
２
）

セ
ソ
．
ヴ
ェ
ル
デ
ソ
坑
夫
共
済
組
合
金
庫
が
設
立
さ
れ
る
に
及
び
、
こ
れ
か
ら
分
離
、
独
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
、
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
以
上
、
Ｖ
．
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
二
〇
年
間
に
わ
た
る
努
力
の
結
果
、
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
に

、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
い
し
て
実
効
を
も
っ
に
至
り
、
そ
の
法
律
構
造
ｏ
鉱
山
貢
租
規
定
、
似
鉱
山
行
政
規
定
、
と
く
に
『
監
督
原
則
」
規
定
、
岬
鉱
山
共
有
組

　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
　
　
　
…
　
、
　
・
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
３
）

合
に
関
す
る
規
定
〕
が
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
そ
の
後
の
展
開
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
っ
ぎ
に
、
こ
の
条
令
の
制
縛
下

に
お
か
れ
た
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
『
三
月
前
期
」
に
お
け
る
状
態
を
そ
の
法
律
構
造
に
し
た
が
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
（
１
）
　
松
田
智
雄
「
三
月
前
期
〔
く
。
、
昌
以
、
、
〕
に
於
け
る
農
業
変
革
」
、
杜
会
経
済
史
学
会
編
『
農
民
解
放
の
史
的
考
察
」
頁
二
〇
三
参
照
。

　
　
（
２
）
　
］
Ｕ
庁
○
轟
オ
ｏ
｝
ｐ
津
く
｝
、
ぎ
句
窃
け
ｏ
つ
ｏ
｝
ユ
津
Ｎ
岸
昌
Ｏ
ｏ
ｑ
叫
ｏ
巨
巳
ｏ
ｏ
ｑ
胃
ｏ
ｏ
ｏ
○
泣
｝
ユ
ｏ
ｑ
ｏ
目
く
睾
ｏ
ぎ
ポ
貝
箏
胴
昌
饒
団
ｈ
ｐ
目
｛
ｏ
箏
一
旨
お
一
勺
冨
巨
籟
ｏ
Ｐ

　
　
　
－
Ｕ
Ｏ
『
け
ｂ
Ｐ
員
箏
Ｐ
．
　
］
１
＠
○
り
．
　
Ｃ
つ
．
仁
ト
い
．

　
　
（
３
）
Ｈ
ｇ
Ｐ
ｃ
ｏ
．
お
・
。
１
９
０
ｏ
事
胃
津
一
Ｐ
Ｐ
○
．
ｃ
つ
．
○

　
　
（
４
）
く
翼
オ
９
Ｒ
一
オ
ー
Ｈ
冴
ｏ
｝
５
津
。
り
。
ｑ
窃
ｏ
巨
ｏ
軍
ｏ
・
峯
饒
９
｝
一
彗
員
目
ｐ
－
９
寝
拝
宕
違
．
ｃ
ｏ
ｃ
○
・
Ｈ
雷
～
Ｈ
琴
マ
ツ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
二
般

　
　
　
祉
会
経
済
史
要
論
』
上
巻
、
黒
正
巌
、
青
山
秀
夫
訳
、
頁
三
二
八
～
三
二
九
。
～
－
＆
ユ
｝
○
っ
Ｏ
ぎ
邑
胃
一
↓
Ｈ
ｇ
Ｐ
三
昌
昌
ｑ
句
冒
汀
Ｏ
～
葦
．

　
　
　
串
昌
箒
其
盲
享
¢
ｏ
ｏ
昌
９
易
ｏ
巨
豪
弩
げ
ｏ
－
二
己
射
声
～
げ
胃
。
・
げ
書
．
ｃ
つ
己
意
胃
け
．
畠
竃
．
ｃ
ｏ
．
畠
．

　
　
（
５
）
望
尋
庁
ぎ
巨
鍔
．
さ
Ｈ
．
ｏ
。
．
ミ
・
。
．

　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
（
五
八
九
）



（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
エ
ハ
合
併
号
）

一
〇
〇
　
（
五
九
〇
）

　
句
一
〇
〇
〇
｝
■
箏
ｑ
¢
■
　
Ｐ
　
Ｐ
　
Ｏ
．
Ｃ
ｏ
．
蜆
閉
．

　
く
ｏ
ｑ
－
．
宇
崖
．
ｃ
ｏ
．
ｇ
．

　
良
¢
○
ｓ
オ
ｏ
茅
津
峯
彗
汗
ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
．
偉
Ｈ
～
農
ド
よ
り
作
成
。

Ｈ
竃
．
Ｃ
・
Ｃ
・
．
お
。
・
～
農
９
Ｃ
・
．
卜
違
．
Ｏ
．
０
・
．
長
ア
畠
９
０
１
害
９
四
；
．
○
．
Ｃ
・
Ｏ
・
．
Ｎ
お
～
ミ
ト
Ｃ
。
．
。
。
０
・
。
．
○
．
０
０
書
胃
号
｝
』
．
○
．
Ｃ
。
・
。

｝
．
Ｃ
Ｏ
Ｏ
｝
■
■
Ｐ
Ｏ
Ｈ
－
　
四
．
　
｝
．
　
○
．
　
Ｃ
０
．
Ｎ
Ｏ
．

　
一
九
世
紀
初
頭
に
は
ゾ
ニ
ス
ト
郡
の
ヴ
ェ
ル
ル
近
辺
に
，
三
製
塩
所
、
ズ
ァ
ツ
セ
ソ
ド
ル
フ
近
辺
に
塩
泉
利
用
組
合
所
属
の
製
塩
所
（
昌
。
１

筆
９
勺
感
昌
Ｏ
嚢
ぎ
津
。
ｑ
ｇ
ｑ
島
Ｏ
Ｃ
。
註
篶
臣
Ｃ
。
萎
彗
ｑ
０
６
、
ハ
ム
郡
ウ
ソ
ナ
近
辺
の
王
立
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ポ
ル
ソ
製
塩
所
、
の
五
製
塩
所
が
存

在
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
玉
立
れ
い
＾
い
小
朴
か
ハ
翰
跡
肝
は
メ
ラ
ー
牧
師
（
｛
胃
黒
胃
『
胃
竃
警
胃
§
自
。
。
｛
）
に
よ
り
「
そ
の
崇
一
目
同
な

所
有
者
に
相
応
し
く
、
わ
れ
わ
れ
の
地
方
と
周
辺
諾
州
に
と
っ
て
有
用
な
、
高
い
技
術
と
す
ぐ
れ
た
秩
序
を
も
っ
た
大
規
模
で
簡
素
な
模

範
工
場
で
あ
り
、
そ
の
収
益
は
わ
が
国
に
お
い
て
は
他
の
多
く
の
侯
国
に
お
げ
る
よ
り
も
重
要
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
一
七
九
九
年
に
は

こ
の
地
方
最
初
の
蒸
気
機
関
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
よ
り
火
力
機
関
（
甲
亮
§
馨
葦
¢
）
を
購
入
し
て
塩
水
を
塩
水
濃
縮
装
置
に
汲
上
げ
る
の

に
用
い
て
お
り
、
一
八
六
六
年
ま
で
操
業
を
つ
づ
げ
て
い
る
（
一
）
げ
９
募
ｏ
ぎ
津
竃
彗
斤
９
邊
９
）
。

　
当
時
、
石
炭
は
製
塩
業
と
鍛
冶
業
に
お
い
て
は
有
用
燃
料
で
あ
る
が
、
金
属
熔
解
と
石
灰
焼
成
に
は
不
適
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
９

０
〇
一
Ｕ
ブ
～
『
｛
“
　
串
　
Ｐ
　
Ｏ
．
Ｏ
ｏ
．
ト
）
。

　
一
七
三
七
年
の
フ
ラ
ン
ヶ
報
告
に
よ
る
と
、
マ
ル
ク
地
方
の
炭
坑
数
一
〇
一
、
う
ち
横
坑
採
掘
を
行
っ
て
い
る
も
の
二
七
で
あ
り
、
過

半
数
の
五
六
炭
坑
が
ブ
ラ
ソ
ヶ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ム
周
辺
に
存
在
し
て
い
た
（
Ｈ
げ
声
９
切
・
）
。

　
Ｕ
げ
Ｏ
Ｓ
涼
Ｏ
｝
～
津
峯
胃
汗
Ｃ
Ｏ
Ｃ
０
．
ト
芦
～
仁
お
．
○
．
｝
■
９
Ｐ
Ｐ
○
．
，
０
０
．
Ｏ
◎
ミ
．
○
．
○
Ｏ
げ
｝
胃
睾
一
中
｝
．
○
．
Ｃ
０
．
ト
オ
．
○
．
｝
Ｏ
■
Ｐ
胃
０
０
◎
Ｐ

↓
序
ｃ
ｏ
試
ａ
竃
ｑ
艘
ｏ
Ｈ
邑
易
け
『
邑
雰
く
◎
Ｈ
ｇ
－
旨
ま
？
易
ｏ
。
－
四
ミ
ら
～
Ｈ
ｏ
◎
さ
・
巨
き
｛
◎
◎
－
・
Ｈ
竃
ｏ
◎
・
ｏ
ｏ
』
ｏ
◎
２
８
．
野
津
高
次
郎
『
独

逸
税
制
発
達
史
』
頁
一
〇
三
。

　
Ｕ
庁
○
『
｝
｝
ｏ
ｏ
ｏ
｝
～
津
峯
｝
Ｈ
斤
．
Ｃ
〇
一
ト
仁
卜
　
Ｏ
．
｝
■
９
　
Ｐ
　
Ｐ
　
○
．
Ｃ
ｏ
．
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
◎
．
Ｏ
ｏ
．
仁
◎
べ
．
○
．
○
ｏ
げ
｝
｝
『
Ｐ
戸
　
申
　
中
　
○
．
Ｃ
ｏ
．
卜

　
Ｕ
庁
○
Ｈ
～
オ
ｏ
｝
｝
津
く
｝
Ｈ
汗
　
ｃ
〇
一
仁
Ｎ
◎
一
ｃ
〇
一
ト
仁
蜆
一

　
日
Ｕ
さ
．
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
．
農
閉
～
長
べ
．

　
オ
◎
Ｈ
ぎ
昌
句
ぎ
ぎ
■
９
¢
雰
ｑ
９
巨
長
Ｐ
雪
肩
竃
婁
９
彗
団
Ｏ
蟹
冒
ま
。
・
羨
Ｒ
冒
｛
旨
箒
箏
一
邑
易
ま
０
自
竃
声
易
げ
竃
Ｐ
Ｏ
。
。

．
’

“’
小

山｛＾
い榊



（
１
８
）

（
１
９
）

（
２
０
）

（
２
１
）

（
２
２
）

（
２
３
）

（
２
４
）

（
２
５
）

（
２
６
）

（
２
７
）

（
２
８
）

（
２
９
）

（
３
０
）

（
３
１
）

射
享
品
ｏ
巨
卑
。
つ
．
ｏ
◎
具
昌
；
ｑ
．
宕
賢
・
ｃ
ｏ
・
Ｈ
Ｈ
・
○
ｏ
・
竃
・

　
９
０
０
§
オ
Ｏ
｝
５
ヰ
旨
胃
斤
．
Ｃ
つ
．
産
べ
．
○
．
串
亮
一
申
Ｐ
○
．
Ｏ
Ｏ
．
Ｃ
Ｏ
切
Ｈ
．

　
『
ｃ
ｏ
ｏ
｝
■
目
ｑ
胃
一
ｐ
．
ｐ
○
．
し
つ
』
◎
．

一
Ｕ
庁
９
法
ｏ
罫
饒
峯
胃
斤
．
Ｃ
。
．
仁
軍
Ｏ
・
．
鶉
冒
胃
号
ｐ
．
四
．
○
．
Ｃ
つ
．
・
。
．

　
Ｕ
庁
○
Ｈ
四
オ
Ｏ
プ
Ｐ
饒
竃
～
Ｈ
汗
　
Ｃ
Ｏ
．
仁
ト
ベ
．

　
拙
稿
「
一
八
世
紀
に
お
げ
る
ラ
イ
ン
繊
維
工
業
の
展
開
と
『
営
業
の
自
由
』
の
前
提
条
件
」
い
ｏ
、
立
命
館
経
済
学
第
九
巻
第
五
、
六

号
・
同
「
一
八
世
紀
後
半
お
よ
び
一
九
廿
紀
前
半
に
お
け
る
ラ
ィ
ソ
・
ヴ
エ
ス
ト
フ
ア
ー
レ
ン
鉄
加
工
業
の
発
展
と
市
場
構
造
」
、
立
命

館
経
済
学
第
二
一
巻
第
二
号
、
参
照
。

　
一
Ｕ
庁
○
Ｓ
赤
Ｏ
罫
津
く
胃
庁
・
Ｃ
０
．
違
・
。
．
よ
り
作
成
。
　
な
お
、
一

七
五
六
年
の
状
態
と
し
て
Ｏ
・
フ
ニ
が
掲
げ
て
い
る
数
字
は
第
八

表
の
如
く
で
あ
る
（
○
・
旨
９
戸
戸
○
・
ｃ
っ
．
・
。
タ
）
。
こ
こ
で
、
Ｏ

・
フ
ニ
は
い
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
石
炭
鉱
業
の
中
心
は
狭
義
の

ル
ー
ル
地
方
に
あ
る
こ
と
、
似
六
二
年
に
は
主
要
石
炭
採
掘
地
域

が
ヘ
ル
デ
周
辺
よ
り
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
、
ボ
ッ
フ
ー
ム
周
辺
へ
と
移
動

し
た
こ
と
、
の
二
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（
Ｈ
巨
・
Ｃ
っ
・
・
。
阜
）
。

　
く
ｏ
ｑ
Ｈ
．
○
．
ｏ
¢
臣
胃
ｑ
戸
～
．
｝
．
○
・
ｃ
ｏ
・
ｏ
。
・

　
句
．
０
つ
Ｏ
プ
巨
試
■
Ｐ
Ｐ
○
．
Ｃ
つ
Ｃ
つ
．
ト
仁
～
畠
．

　
○
．
○
ｏ
ず
｝
ｐ
ｈ
ｇ
一
ｐ
ｐ
○
．
ｃ
ｏ
．
岬
．

　
一
Ｕ
庁
○
§
オ
Ｏ
プ
邑
け
く
胃
斤
．
Ｃ
０
．
仁
ト
Ｏ
Ｏ
．
○
．
籟
■
９
Ｐ
Ｐ
○
．
Ｃ
つ
．

　
］
Ｕ
庁
○
ｓ
オ
ｏ
｝
ｐ
饒
竃
胃
斥
．
ｃ
ｏ
．
仁
仁
ｏ
ｏ
．
○
．
胃
自
９
凹
．
ｐ
○
．
ｃ
ｏ
．

　
一
Ｕ
庁
○
ｓ
｛
ｏ
つ
ｏ
｝
邑
け
く
ｐ
Ｈ
斤
．
ｏ
つ
」
仁
り
．
４
く
．
○
．
串
ｏ
箏
ｑ
Ｑ
易
ｏ
ｐ
｝
．

　
○
庁
ｏ
・
Ｈ
～
汐
ｏ
ブ
亀
け
竃
ｐ
Ｈ
庁
一
ｃ
〇
一
仁
切
Ｈ
一

　
向
ま
奉
庁
斤
０
巨
お
．
〆
Ｃ
Ｏ
．
ミ
．

数営経の年
５
６

１
７表８第

数
２
９
２
８
９
７
４
８
６
９
９
５
６
１
７
６
１
０
ｕ
１
　
　
　
　
１
１
　
　
１

９

夫

９６

坑数

２
０
７
ユ
ー
２
３
１
９
２
２
２
３
１
１
２

２

坑

Ｏ１

炭

ｎ

域

計

地

合

強名６；数夫坑均平り当坑炭一

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）

ら
Ｈ
．

ら
Ｈ
．ｐ

一

ｃ
ｏ
．
ら
ｏ
◎
．

○
．
君
．
８
～
ｏ
ｏ
ｏ
．

一
〇
一
　
（
五
九
一
）



（
３
２
）

（
３
３
）

（
３
４
）

（
３
５
）

（
３
６
）

（
３
７
）

（
３
８
）

（
３
９
）

（
４
０
）

（
４
１
）

（
４
２
）

立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
五
九
二
）

　
Ｏ
－
ｏ
Ｏ
Ｈ
叫
｛
０
Ｄ
ｏ
｝
四
津
峯
｝
Ｈ
斤
．
　
Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ
．
ト
靹
ｏ
～
ト
切
Ｈ
．
　
○
．
　
｝
自
９
　
中
　
四
．
○
．
Ｃ
ｏ
Ｏ
ｏ
．
ｏ
◎
ｏ
ｏ
◎
～
ｏ
ｏ
ｏ
卜
　
Ｏ
．
　
○
◎
Ｈ
ｑ
乙
Ｄ
ｏ
｝
昌
１
－
ｑ
ボ
　
～
．
Ｐ
　
○
．
　
Ｃ
ｏ
Ｃ
０
．
べ
Ｎ
～
べ
ｏ
◎
．

○
．
？
亭
胃
ｑ
け
・
ｐ
ｐ
○
・
ｃ
ｏ
ｏ
ｏ
・
切
～
べ
．
『
ｃ
ｏ
ｏ
巨
邑
ｇ
ｐ
ｐ
○
．
ｏ
ｏ
．
８
．
ｏ
ｏ
ｏ
っ
．
蟹
～
睾
な
お
、
一
七
六
九
年
六
月
五
日
公
布
の
シ

ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
鉱
業
条
令
に
お
け
る
『
監
督
原
則
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
肥
前
栄
一
「
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義
の
鉱
業
政
策
と
オ
ー
ベ

ル
・
シ
ュ
レ
ー
、
シ
ェ
ン
鉱
山
業
」
、
経
済
論
叢
第
八
七
巻
第
六
号
頁
五
四
以
下
参
照
。

ｏ
．
○
ｏ
事
胃
３
ｐ
～
．
○
．
ｃ
。
．
・
。
．
○
實
罫
邑
声
宣
昌
彗
ｐ
ｇ
ｏ
。
・
◎
Ｎ
邑
ｏ
雰
巨
ｏ
茅
き
ま
。
つ
。
つ
昌
。
・
ｐ
窃
彗
亭
ぎ
お
罫
易
く
◎
旨

ぎ
守
お
｛
霧
Ｈ
Ｏ
．
守
～
巨
己
Ｏ
註
募
豊
昌
向
茸
９
オ
０
寿
Ｈ
無
昌
雪
げ
霧
◎
邑
胃
胃
思
Ｈ
旨
菱
ま
官
お
宗
。
・
巨
き
。
・
ま
Ｏ
－
昌
｛

目
～
づ
箒
－
ｏ
◎
斥
｝
昌
昌
Ｉ
ｏ
ま
竃
－
宍
ｏ
ｏ
向
乙
ｏ
ｏ
・
ｏ
ｐ
団
冒
ｐ
畠
竃
．
ｃ
つ
ｃ
ｏ
』
べ
～
Ｎ
０
。
．

９
０
０
Ｓ
琴
罫
津
く
胃
ぎ
Ｃ
。
．
仁
串
Ｃ
．
Ｃ
。
」
蟹
～
畠
９
Ｃ
．
Ｃ
。
．
畠
・
。
～
畠
Ｏ
．
○
．
？
事
弩
昌
”
．
Ｐ
○
．
Ｏ
Ｏ
．
Ｏ
．
オ
．
○
．
寿
邑
Ｏ
易
◎
Ｐ

～
．
　
”
．
　
○
．
　
ｏ
．
Ｈ
◎
．

　
　
ｏ
・
ｏ
ｏ
亭
胃
昌
ｐ
ｐ
○
．
ｃ
．
ｃ
ｏ
・
。
◎
～
ｏ
・
オ
・
○
．
雰
邑
ｏ
易
◎
ｐ
ｐ
ｐ
○
・
ｐ
Ｈ
ｏ
・
な
お
、
鉱
山
官
吏
資
格
試
験
制
度
の
詳
細
に
つ

い
て
は
第
一
一
表
を
参
照
の
こ
と
。

良
¢
？
券
ｇ
き
峯
胃
汗
ｏ
。
．
ト
８
．
○
．
○
ｏ
事
胃
３
ｐ
ｐ
○
．
ｏ
。
．
・
。
．
オ
○
．
豪
邑
ｏ
易
◎
ｐ
～
．
ｐ
○
．
づ
』
。
。
．

　
　
Ｏ
・
．
　
〇
一
〇
一
Ｕ
｝
～
Ｈ
ｑ
戸
　
～
．
　
～
．
　
○
．
　
Ｃ
ｏ
．
〇
一
　
オ
．
　
○
．
　
｝
ｏ
づ
ｑ
¢
Ｈ
０
０
◎
箏
－
　
｝
．
　
～
．
　
○
．
　
Ｏ
．
ｏ
ｏ
ト
．

　
昌
¢
○
ｓ
雪
罫
津
く
胃
ぎ
ｃ
つ
ｃ
。
．
５
◎
～
装
－
．
オ
．
○
．
患
邑
ｏ
易
◎
づ
一
ｐ
ｐ
○
．
ｏ
』
蜆
．

　
Ｕ
庁
○
Ｈ
～
赤
ｏ
｝
～
津
峯
～
Ｈ
斤
．
Ｃ
ｏ
．
ト
閉
ｏ
◎
．
Ｃ
つ
．
仁
ｏ
ｏ
．
○
．
葭
目
９
　
ｐ
．
～
．
○
．
Ｃ
ｏ
．
ト
Ｈ
ｏ
◎
．
○
．
○
¢
げ
｝
｝
Ｈ
ｑ
戸
Ｐ
Ｐ
Ｏ
．
Ｃ
つ
．
ｏ
．
考
．
Ｏ
．
串
¢
づ
ｑ
¢
『
０
Ｄ
◎
Ｐ

～
．
　
｝
．
　
○
．
　
ｏ
．
◎
ｏ
閉
．

　
望
尋
庁
訂
巨
潟
．
ｋ
．
０
０
．
－
・
。
．
Ｕ
げ
○
轟
琴
罫
津
く
胃
汗
Ｃ
。
」
０
◎
．
Ｃ
。
．
邊
ト
○
．
｝
亮
一
～
．
Ｐ
○
．
Ｃ
０
』
睾

　
９
声
ま
ぎ
彗
ｐ
ｇ
ｏ
。
。
富
邑
¢
霧
巨
ｇ
乙
。
く
ｇ
武
・
。
。
。
昌
胴
畠
幸
．
ｏ
ｏ
．
轟
・
エ
ッ
セ
ソ
地
区
最
古
の
鉱
山
共
有
組
合
は
一
五
七
五
年
形
成

の
穴
◎
巨
彗
げ
胃
潟
易
ｏ
豪
ｏ
ぎ
津
．
．
竃
｛
ｏ
胃
○
◎
窃
（
ａ
胃
○
ｏ
包
、
と
い
わ
れ
、
こ
れ
は
ニ
ハ
八
二
年
設
立
の
穴
◎
巨
彗
げ
胃
ｏ
ｑ
胴
易
ｏ
豪
ｏ
臣
饒

、
弩
｛
、
屋
０
０
試
巨
、
と
一
七
六
九
年
に
合
併
し
て
雰
。
。
９
胃
Ｏ
Ｏ
事
胃
訂
Ｏ
罫
津
く
Ｏ
昌
匡
。
ｑ
試
雷
晶
彗
訂
鼻
と
な
り
、
一
九
世
紀
初
頭
に

は
こ
の
地
区
の
最
大
炭
坑
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
地
区
で
重
要
な
い
ま
一
つ
の
炭
坑
は
一
七
六
六
年
認
可
の
Ｎ
８
亭
く
睾
Ｏ
ぎ
俸
¢

Ｃ
Ｏ
肖
Ｎ
雪
■
邑
オ
窒
芽
で
あ
り
、
の
ち
ク
ル
ヅ
プ
（
穴
；
君
）
家
の
所
有
と
な
っ
た
（
く
胴
－
・
○
・
彗
９
Ｐ
Ｐ
○
・
０
０
・
・
。
ト
・
◎
・
）
。

○
・
乏
９
甲
Ｐ
○
・
・
つ
０
つ
嚢
Ｏ
と
竃
．
・
。
．
亀
Ｏ
．
９
ま
９
§
昌
一
９
・
。
。
・
・
邑
・
団
腎
雲
。
つ
き
ま
。
り
。
り
昌
。
・
易
考
．
Ｃ
。
．
§



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

（
４
３
）
　
こ
の
よ
う
な
法
律
構
造
を
も
っ
修
正
ク
レ
ｉ
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
が
ド
ィ
ツ
諸
邦
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
諸
国
に
お
け
る
鉱
業
法
と

　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
　
の
比
較
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
律
徴
を
有
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
こ
こ
で
驚
見
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
Ｗ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
鉱
業
特
権
と
採
掘
権
と
の
関
係
を
基
準
と
し
て
、
ド
イ
ツ
諸
邦
に
お
け
る
石
炭
鉱
業
の
法
律
状
況
（
寄
ｏ
募
夏
ｏ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
に
は
い
ザ
ー
ル
似
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
、
閉
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
の
三
っ
の
特
徴
的
な
形
態
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
す
な
わ
ち
、
ｏ
Ｕ
ナ
ッ
ソ
ゥ
・
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ヶ
ン
（
ｚ
轟
。
。
彗
－
○
っ
§
｝
昌
鼻
雪
）
で
は
一
八
世
紀
中
葉
に
領
邦
君
主
が
鉱
業
特
権
の
基
礎
上

　
　
で
私
的
炭
坑
を
没
収
し
、
全
炭
坑
を
国
庫
経
営
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
領
邦
君
主
の
鉱
物
所
有
権
と
採
掘
権
行
使
が
一
致
を
示
し
た
の
に

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
た
い
し
、
似
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
の
ぼ
あ
い
は
こ
れ
と
対
極
を
な
し
、
中
世
以
降
地
表
所
有
権
者
の
力
が
強
か
っ
た
た
め
、
鉱
物
は
土
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
グ
ナ
ｉ
テ
ソ

　
　
附
属
物
と
み
な
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
地
表
所
有
権
者
で
あ
る
大
貴
族
に
私
的
鉱
業
特
権
（
？
ぎ
幕
。
ｑ
。
一
）
が
認
め
ら
れ
、
採
掘
も
大
貴
族
経

　
　
営
の
形
態
で
遂
行
さ
れ
、
領
邦
君
主
の
権
利
は
課
税
権
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
国
庫
経
営
炭
坑
の
ぼ
あ
い
も
領
邦
君
主

　
　
の
土
地
所
有
権
に
立
脚
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
ザ
ー
ル
で
は
領
邦
君
主
の
鉱
物
所
有
権
が
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
ヱ
ソ
に
あ
っ
て
は
大
貴
族
の
地
表
所
有
権
が
優
越
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
と
い
う
相
違
は
あ
っ
て
も
、
前
者
の
ぼ
あ
い
国
庫
経
営
に
単
一
化
さ
れ
、
後
者
の
ぼ
あ
い
大
貴
族
径
営
が
優
越
し
、
い
ず
れ
の
ぽ
あ
い
に

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
、
　
、

　
　
あ
っ
て
も
鉱
業
特
権
と
そ
れ
に
基
ず
く
採
掘
権
行
使
が
一
致
を
示
し
、
し
た
が
っ
て
首
尾
一
貫
性
を
示
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
Ｇ
ク
レ

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
－
フ
ェ
・
マ
ル
ク
の
ぼ
あ
い
、
一
方
で
は
鉱
業
特
権
を
も
つ
領
邦
君
主
が
自
ら
採
掘
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
採
掘
権
は
臣
下
に
委
譲
し

　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
へ

　
　
て
、
稼
行
は
私
的
鉱
山
共
有
組
合
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
鉱
業
特
権
と
採
掘
権
が
分
離
を
示
す
と
と
も
に
〔
ザ
ー
ル
と
の
相
違
〕
、
他
方
で
臣

　
　
下
に
白
由
採
掘
を
認
め
て
課
税
権
の
み
を
保
持
す
る
の
で
は
な
く
、
炭
坑
開
設
の
認
可
権
保
持
と
私
的
炭
坑
の
経
営
指
導
に
よ
り
、
こ
の

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
分
離
が
領
邦
君
主
の
優
位
に
お
い
て
再
び
結
合
さ
れ
る
と
い
う
〔
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
と
の
相
違
〕
矛
盾
し
た
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に

　
　
そ
の
特
徴
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
く
。
・
一
．
考
．
雰
ｏ
訂
グ
ｐ
ｐ
○
・
・
っ
９
り
～
－
９
な
お
、
ザ
ー
ル
に
っ
い
て
は
、
く
・
・
一
・
Ｐ
旨
９
ｐ
Ｐ
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
Ｃ
０
０
０
．
Ｃ
０
９
～
Ｃ
Ｏ
雪
．
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
に
つ
い
て
は
、
く
０
ｑ
－
．
旨
己
．
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
．
Ｃ
Ｏ
異
～
Ｃ
Ｏ
岬
Ｏ
Ｏ
．
）
。
　
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
ザ
ー
ル
、
シ
ュ
レ
ー

　
　
ジ
ェ
ン
の
ぼ
あ
い
と
異
っ
．
て
、
所
有
権
者
が
採
掘
を
行
う
の
で
は
な
く
、
採
掘
権
が
も
っ
ぱ
ら
私
的
鉱
山
共
有
組
合
に
委
譲
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
点
に
相
対
的
に
下
か
ら
の
発
展
の
強
か
っ
た
こ
と
が
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
三
者
い
ず
れ
の
ぼ
あ
い
に
あ
っ
て
も
、
領
邦
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
主
ま
た
は
地
表
所
有
権
者
に
よ
る
鉱
物
ま
た
は
土
地
所
有
が
優
越
し
て
い
る
点
で
共
通
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
形
態
の
問
題
で
は

　
　
な
く
、
歴
史
的
性
格
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
視
野
を
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
大
し
て
比
較
考
察
を
試
み
て
お
こ
う
。

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）

一
〇
三
　
（
五
九
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
（
五
九
四
）

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
ま
ず
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
で
の
形
態
比
較
を
試
み
る
と
き
、
ザ
ー
ル
は
例
外
的
形
態
を
な
し
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ソ
は
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
ヵ
に
、
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
は
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ソ
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
等
と
類
似
し
、
鉱
業
法
制
に
お
げ
る

二
類
型
と
し
て
前
者
は
『
土
地
所
有
者
主
義
』
、
後
者
は
『
鉱
業
権
主
義
』
と
も
名
づ
げ
ら
れ
て
い
る
（
Ｏ
。
雲
９
Ｐ
Ｐ
Ｐ
９
・
。
婁
　
竃
・

奉
ｏ
汗
■
ｐ
中
ｐ
９
－
奉
黒
正
、
青
山
訳
、
頁
三
二
九
～
三
三
〇
。
石
村
善
助
『
鉱
業
権
の
研
究
』
頁
一
一
以
下
、
ま
た
隅
谷
三
喜
男
「
石
炭
産
業
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

析
序
論
」
、
経
済
学
論
集
第
二
七
巻
第
四
号
、
頁
二
四
～
二
七
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
彩
態
の
類
似
に
か
か
わ
ら
ず
歴
史
的
性

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

格
が
相
違
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
と
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
の
ぱ
あ
い
、
前
者
に
あ
っ
て
は
「
本
来
的
鉱
山
地
代
は
、

農
耕
地
代
と
ま
っ
た
く
同
じ
仕
方
で
規
定
さ
れ
る
」
（
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
、
長
谷
部
文
雄
訳
、
青
木
書
店
版
、
第
三
部
下
冊
、
頁
一
〇
九
二
）

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鉱
物
所
有
者
〔
１
１
地
表
土
地
所
有
者
１
１
地
主
〕
、
鉱
業
資
本
家
、
鉱
業
労
働
老
の
三
分
制
を
前
提
と
し
て
鉱
山
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

代
は
平
均
利
潤
を
上
廻
る
超
過
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
資
本
の
も
と
に
鉱
物
所
有
が
従
属
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
後
老
に
あ
っ
て
は

「
大
貴
族
（
峯
品
§
雪
）
の
巨
大
土
地
所
有
か
ら
自
然
生
的
に
生
み
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
耕
地
所
有
、
山
林
所
有
お
よ
び
工
鉱
業
経
営

の
三
者
の
前
期
的
結
合
経
営
」
（
大
野
英
二
、
前
掲
書
、
頁
六
一
二
）
の
彩
態
を
と
っ
て
お
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
土
地
〔
１
１
耕
地
、
山
林
、
鉱
物
〕

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

所
有
が
撹
定
的
位
置
に
あ
る
〔
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
ば
あ
い
の
三
分
制
の
萌
芽
が
炭
坑
リ
ー
ス
の
形
態
を
と
っ
て
絶
対
王
政
期
に
す
で
に
芽
ば
え
て
い
た

点
に
っ
い
て
は
、
田
中
豊
治
「
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
下
の
石
炭
業
」
Ｏ
、
経
済
志
林
第
三
二
巻
第
三
号
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
「
本

来
的
鉱
山
地
代
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
市
民
革
命
に
よ
り
特
権
鉱
山
会
社
が
破
砕
さ
れ
、
ニ
ハ
八
九
年
の
王
室
鉱
山
条
例
（
亭
¢
く
ぎ
窃
雰
竜
－
声
ｇ
）
に

よ
り
鉱
業
特
権
が
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
塚
久
雄
『
近
代
資
本
主
義
の
系
譜
』
、
学
生
書
房
版
、
頁
一
七

一
以
下
、
と
く
に
頁
一
九
三
～
一
九
五
を
参
照
の
こ
と
。
シ
ュ
レ
ー
ジ
ヱ
ン
に
っ
い
て
は
、
と
く
に
大
野
英
二
、
前
掲
書
、
第
一
部
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
、

肥
前
栄
一
、
前
掲
論
文
、
が
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
〕
。
ま
た
、
大
革
命
後
の
フ
ラ
ソ
ス
と
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
の
ば
あ
い
の
歴
史
的
性
格
の

相
違
に
つ
い
て
は
後
段
を
参
照
の
こ
と
。

～一“山
．

’

…」」止

－

〔
皿
〕
　
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ

・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
下
の
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
状
態

　
〕

　
Ａ
鉱
山
貢
租
。
　
『
三
月
前
期
』
に
は
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
と
一
般
ラ
ソ
ト
法
の
規
定
に
ー
し
た
が
っ
て
鉱
山
貢
租

　
〔

　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

に
は
つ
ぎ
の
五
種
類
が
存
在
し
た
。
ｏ
〇
十
分
の
一
税
（
｛
胃
Ｎ
｝
鼻
¢
）
。
本
来
は
採
掘
権
授
与
に
さ
い
し
て
鉱
山
業
に
課
せ
ら
れ
、
地

、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
ル
・
ア
．
フ
ガ
ー
べ

下
の
財
宝
に
た
い
す
る
国
家
の
所
有
権
に
起
源
を
も
つ
対
物
的
貢
租
で
あ
り
、

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
石
炭
販
売

租貢山鉱ので域地局督監山鉱級上トソムトレノドるげおに年
５
０

１
８表９第

）

計
け

　
引

合
（

ヱ
督
）

ヴ
監
ク

・
山
ル

ン
鉱
マ

セ
ン
（

ツ
デ

エ
ル
局

監山鉱クル
局

マ
督

）クルマ（

５３

４
・

７３０２８

Ｏ０

４
・

０５

９１

８
．

８５３４１

Ｏ０

２
・

２２

Ｏ０

３
．

７６９８３

Ｏ０

０
・

８ユ

８４

６
・

５０７６

Ｏ０

４
・

２

５３Ｌ０７０３４

Ｏ０

４
・

２３

１７

１
・

３５，６７

Ｏ０

８
・

９１

　
　
　
　
　
　
　
租

　
　
　
　
租
　
　
　
賃

　
　
　
　
賃
　
　
　
借

　
　
　
　
分
　
　
　
貸

入
　
　
　
　
持
　
　
　
賃

収
　
ら
ら
山
ら
ら
期

庫
　
　
か
か
鉱
か
か
定

金
税
業
業
除
業
業
び

税
一
鉱
鉱
免
鉱
鉱
よ

一
の
炭
属
金
炭
属
お

の
分
石
金
徴
石
金
可

分
十
　
　
　
追
　
　
　
認

十
．
ｍ
四
．
ｍ
似

　
－
　
　
　
　
皿
　
　
　
　
皿

Ａ

４５

８
．

８６４６９８４

３
・

３９６５４６０

５
・

５７７０５計合のＡ

７２

２
．

６
１

９
２２

２６

１
・

６９

８６

９
・

８５９

Ｏ０

９
．

３６３

２１

４
・

６
１

Ｏ０

９
・

０９５３１

２５

９
・

２４

２７

８
．

４４３

Ｏ０

９
．

７８

Ｏ０

７
・

６

９６

６
．

１４７０３４２

３
・

３７０４１

３２

５
．

０１２７２１２７

６
・

６６７９５

２２

５
一

０５，２

○ユ

２
・

３５

６９
０
．４１６

Ｏ０

０
．

６７２

２１

７
・

４５

５４

３
・

８６，６６ユ

０５

４
・

０３

７２

３
．

０７６５１

１５

８
．

３４，４７６

　
租

　
賃

　
日

　
斉

入
の

収
季
ら
ら
　
　
ら
ら

庫
四
か
か
　
　
　
か
か

金
び
業
業
　
　
　
業
業

局
よ
鉱
鉱
租
租
鉱
鉱

督
お
炭
属
賃
賃
炭
属

監
撤
石
金
負
定
石
金

山
弥
　
　
　
請
協

鉱
　
ｍ
閉
　
　
．
ｍ
側

．
１
・
　
　
Ｌ
皿

Ｂ

計合のＢ

計合のＢ＋Ａ

入収局
入

督
収

監
庫

山
金

鉱
要

ン
主

レ
局

ユ
督

ブ
監

ン
山

べ
鉱

ツ
級

イ
上

５９

４
．

１９４７２１
入収総域地局督監山鉱級上

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）

か
ら
え
ら
れ
た
貨
幣
収
入
の
一
〇
分
の

一
で
、
鉱
山
官
庁
が
決
定
し
た
石
炭
販

売
公
定
価
格
（
穴
◎
巨
ｇ
毒
寿
警
奪
買
¢
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
し
た
が
っ
て
計
算
。
ｏ
追
徴
金
免
除

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

鉱
山
持
分
賃
租
（
ｑ
轟
胃
９
ぎ
お
警
）
。

一
七
六
六
年
八
月
一
七
日
に
二
領
邦
君

主
世
襲
鉱
山
持
分
（
Ｎ
秦
二
竃
ｐ
窃
｝
胃
き
．

○
ぎ
卑
げ
六
員
）
の
か
わ
り
に
導
入
さ
れ

〔
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
三

〇
条
一
項
〕
、
八
六
年
一
一
月
二
九
日
の

勅
令
（
ぎ
己
。
・
一
・
卑
Ｈ
竃
・
。
く
◎
昌
軍
オ
◎
き
．

昌
げ
胃
ミ
・
◎
９
）
で
再
確
認
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
石
炭
マ
ル
タ
ー
当
り
二
分

の
一
シ
ュ
テ
ユ
ー
バ
ー
が
十
分
の
一
税

と
同
じ
く
炭
坑
の
赤
字
、
黒
字
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

わ
ら
ず
徴
収
。
　
閉
四
季
の
斎
日
賃
租

　
　
　
一
〇
五
　
（
五
九
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
（
五
九
六
）

（
ｑ
易
○
§
試
昌
訂
蟹
ま
）
。
　
「
宣
誓
官
吏
の
扶
養
匁
ら
び
に
そ
の
他
の
共
通
す
る
鉱
山
業
の
必
要
の
維
持
の
た
め
」
〔
一
五
四
二
年
鉱

業
条
令
四
一
条
〕
、
ま
た
「
鉱
山
監
督
局
の
維
持
な
ら
び
に
鉱
山
業
の
利
益
の
た
め
の
必
要
物
」
を
支
弁
す
る
た
め
に
徴
収
さ
れ
、
こ

れ
の
確
実
な
代
用
物
と
し
て
販
売
さ
れ
た
石
炭
リ
ソ
ゲ
ル
当
り
四
分
の
一
シ
ュ
テ
ユ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
卯
飲
魚
租
（
峯
窪
。
・
。
・
警
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
徴
収
〔
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
．
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
七
四
条
〕
。
↑
ｏ
協
定
賃
租
（
ｑ
易
雰
Ｎ
窃
・
。
覧
ｐ
）
。
稼
行
中
と
休
坑
と
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ

て
の
炭
坑
よ
り
採
掘
権
許
可
を
再
確
認
す
る
た
め
四
半
期
ご
と
に
一
五
シ
ュ
テ
ユ
ー
バ
ー
、
排
水
横
坑
の
ぼ
あ
い
二
分
の
一
レ
ソ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ラ
ー
が
徴
収
さ
れ
、
支
払
わ
な
い
と
き
に
は
一
回
の
警
告
後
採
掘
権
取
消
し
。
伺
請
負
印
賃
租
（
ｑ
轟
○
邑
お
ｏ
・
っ
巨
箒
お
竃
）
。
修
正

ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
の
手
数
料
表
に
し
た
が
っ
て
鉱
山
監
督
局
の
一
定
の
仕
事
に
た
い
し
て
支
払
わ
れ
る
手
数
料
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
以
上
五
種
類
の
貢
租
徴
収
先
は
本
来
の
国
家
金
庫
で
あ
る
『
十
分
の
一
税
金
庫
（
Ｎ
ｏ
ぎ
寿
鶉
・
り
¢
）
』
、
　
お
よ
び
『
鉱
山
監
督
局
金
庫

（
思
お
｝
冒
誌
ぎ
・
。
。
。
Ｏ
・
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
で
は
鉱
山
共
有
組
合
金
庫
雰
謁
胴
署
撃
雰
Ｏ
ぎ
豪
斤
轟
。
・
Ｏ
）
』
で
あ
り
、
後
者
の
徴
収

し
た
貢
租
も
、
そ
れ
に
よ
り
鉱
山
官
吏
が
扶
養
せ
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
国
家
へ
の
貢
租
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
『
三
月
前
期
』
の
鉱

　
　
　
　
、
、
、
、
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

山
貢
租
は
国
家
へ
の
貢
租
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
い
ま
一
つ
高
率
で
あ
っ
た
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
一
八
五
〇
年
の
ド
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

ト
ム
ソ
ト
上
級
鉱
山
監
督
局
区
内
に
お
げ
る
徴
収
額
は
第
九
表
の
如
く
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
高
率
で
あ
っ
た
点
が
、
の
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

に
み
る
よ
う
に
『
三
月
革
命
」
期
に
ラ
イ
ソ
左
岸
と
の
比
較
に
お
い
て
一
争
点
を
形
成
し
た
が
ゆ
え
に
こ
こ
で
左
岸
に
つ
い
て
一
瞥

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

　
左
岸
で
の
鉱
業
税
は
一
八
一
〇
年
四
月
二
一
日
の
フ
ラ
ソ
ス
鉱
業
法
お
よ
び
一
一
年
五
月
六
日
の
鉱
業
税
に
つ
い
て
の
勅
令
（
ぎ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

家
昌
Ｏ
訂
宗
ざ
署
亭
胃
｛
庁
思
謁
毒
ｈ
訂
。
。
試
亮
；
）
を
法
的
基
礎
と
し
、
固
定
税
ま
た
は
鉱
区
税
（
昌
＠
｛
毘
Ｏ
Ｃ
。
試
亮
『
◎
｛
．
９
箏
¢
票
Ｈ
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

霧
。
。
試
畠
『
）
、
な
ら
び
に
比
例
税
ま
た
は
純
収
益
税
（
２
¢
く
胃
轟
享
雰
昌
労
。
。
仔
¢
ｃ
ｏ
け
ｇ
撃
◎
ｐ
９
屋
雰
ぎ
賢
『
品
鼻
窒
Ｒ
）
の
二
種
を
根



遷変的史歴の政行山鉱表
１
０第

∴
郷
雌
雌
谷
前
凧
泌
　
燃
舳
榊
戸

汐
捗
ヂ
撒
鮒
孤
瞭
厳
一
榊
篶
絆

省
影
箏
災
瑛
一
訟
帖
淳

年
９
２

！
７

年
０
３

１
８

年
年

０
７
０
８

１
８
１
８

年
１
０

１
８

年
年
年

ｎ
１
３
１
５

１
８
１
８
蝸

年
１
６

１
８
■

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
業
法
い
（
川
本
）

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

幹
と
し
て
い
た
。
前
者
は
採
掘
許
可
鉱
区

平
方
粁
当
り
一
〇
フ
ラ
ソ
で
あ
り
、
未
払

い
の
時
は
強
制
執
行
徴
収
が
た
さ
れ
、
こ

れ
に
当
る
右
岸
で
の
協
定
賃
租
と
比
較
し

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

た
ぼ
あ
い
鉱
山
業
の
損
失
を
結
果
し
な
い

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

点
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
後
者
は

純
収
益
の
五
％
の
額
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
、
こ
の
両
者
に
は
十
分
の
一
附
加
税

（
Ｎ
易
ｏ
巨
品
塞
｝
目
邑
）
、
　
お
よ
び
プ
ロ
イ
セ

ソ
政
府
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
五
％
の
徴
収

手
数
料
（
寿
げ
品
ｏ
巨
～
く
◎
昌
虫
）
が
加
算

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
れ
た
結
果
、
実
際
に
は
前
者
は
採
掘
許

可
鉱
区
平
方
粁
当
り
年
九
・
二
四
マ
ル
ク

〔
Ｈ
固
定
税
八
Ｍ
＋
＋
分
の
一
附
加
税
○
．
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

Ｍ
＋
五
完
徴
収
手
数
料
○
・
四
四
Ｍ
〕
、
後
者

、は
純
収
益
の
五
・
七
七
％
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
一
〇
七
　
（
五
九
七
）
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〇
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（
五
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八
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（
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局
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ｎ
度
ｈ

制
臨
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塩
ｍ

製
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ｍ

金
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冶
Ｈ
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ポ

鉱
ｅ
ｒ

ン
Ｂ

リル
Ｓａｄ

べ
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地
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）

）
ｒ
Ｚ
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ｔ
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Ｓ

ａ
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Ｓ
　
　
１

ｍ
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Ｓ
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１
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狐
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１
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ｄｒ
“
ｕ

ｆｔ
ｍ

ｇ
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ｅ
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り
局

）
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督

由
９
ａ
監

廠
廠
山

ｅ
ｒ
鉱

楓
撒
）
醜
ポ

撚
燃

箆
一
∴
一

±．
　
１
↓

皿

　
ｔ
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
ｍ
　
　
　
　
　
ｅ
・
血

　
９
。
　
　
　
　
鵠
騨

　
航
　
　
　
　
Ｅ
ｅ
・

脇
尉
　
　
ム

の
油
　
　
瓢

　
　
　
　
　
　
　
　
９
ａ
ｎ

　
局
イ
　
　
　
ｅ
・
９
・

　
督
　
ラ
　
　
　
Ｂ
．
・

－
雌
鰍
　
功
覧

隷
糀
　
膿
舳

を
上
区
　
　
Ｂ
削
雌

分
ン
　
局
　
　
・
ｍ
Ｗ
ｅ
。

部
デ
　
督
）
　
　
ｔ
ｎ
Ｔ

大
ン
）
監
ｍ
　
　
舳
鵬
船

の
ミ
ｎ
山
ｏ
　
　
昭
Ｅ
ｄ

域
，
此
鉱
Ｂ
　
　
距
舶
火

地
ク
・
ｍ
級
・
ｍ
　
　
ｅ
＠
局

糠
鐵
＃
－
鮎
臨
酪

炭
リ
ｍ
ン
昭
岸
　
汝
督
山

石
ブ
ｋ
ム
伽
左
　
雌
監
鉱

ル
ナ
此
ト
ｅ
ン
　
　
山
ン

一
ス
吐
ル
０
ｂ
イ
　
脇
鉱
ゲ

ル
オ
蝸
ド
（
ラ
　
（
ン
ン

＝
，
０
ｓ
＝
局
＝
り
の
デ
リ

　
　
　
域
督
域
ｍ
局
ル

区
監
区
暇
督
、
エ
グ
の

轄
山
轄
ｅ
監
ウ
ル
肥

管
鉱
管
Ｇ
山
　
ブ
肋

〔
咄
〔
楓
〃
鴛

ボ
雌
ニ
テ
・

）３（

鉱
－
－
－

　
は
０
８

２

織組吏官山鉱

◎

成構りよ員成構の数多

○

成構りよ員成構の数多

と
　
。
と

）
理
）

０
ｒ
管
０
ｒ

虹
を
趾

肥
簿
蛇

ｍ
照
．
皿

（
対
（

長
借
長

の
貸
の

名
山
名

－
鉱
１

）ｒ
）

蛇
孤

ｍ
．
ｕ

“
９
ａ
鉗

げ
加

¢
（

鉱
ｍ

１

Ｏ
　
ｅ

成
げ

構
敏

り
ｅ

よ
興

員
帥

成
Ｂ
一

構
（

の
域

名３～２）
ｅ

議
鳳

と
管
｝
Ｂ

　
の
う
ｅ

理
蒜

配
で
配
ｍ

ｍ
吏
の
胴

（
官
つ
（

長
術
包
吏

の
技
鴫
官

名
山
肥
王

－
鉱
的
国

ｒ
　
　
一

ｕ
Ｗ

ｆ
　
ｓ

　
哩

蜘
ｍ
　
）

刺
｛
　
廠

Ｍ
胎
　
ａ
。

鴛
　
脾

ｄ
ｕ
　
ｅ
ｒ

（
　
　
　
Ｂ

吏
ｅ
。
）
（

官
欄
ｅ
・
長

計
Ｋ
ｅ
ｓ
山

会
　
　
鉱

）２（

）３（

　
鉱
を
　
価
　
監
　
り
阯
権
　
督
山

　
に
能
補
山
限
軸
言
監
鉱

　
く
機
験
鉱
な
ｅ
ｎ
発
山
の

　
と
の
　
試
　
　
　
能
団
的
　
鉱
来

　
は
て
官
し
可
（
言
級
本

者
し
　
法
刷
命
　
　
，
冷
助
　
上
る

　
の
と
　
司
採
任
　
し
訓
に
　
　
，
す

。
く
関
　
◆
カ
り
　
属
仕
導
　
れ
動

多
機
　
”
者
よ
　
所
奉
指
　
さ
行

　
，
行
　
ｎ
た
慣
　
に
の
業
　
職
て

　
ち
執
　
ｗ
し
庁
る
庁
と
企
　
解
つ

立
の
　
１
ｅ
得
官
け
官
」
，
　
，
が

　
に
ら
　
¢
取
。
う
「
い
い
　
命
た

下
れ
　
パ
を
佐
を
は
な
が
　
任
し

讐
敬
補
驚
農
詰

　
の
し
　
「
ｎ
吏
り
合
は
に
。
に
訓

局
属
　
　
，
曲
官
よ
組
ね
）
つ
局
な

督
服
　
格
ｅ
ｎ
誓
庫
有
れ
ｏ
ｎ
も
督
格

”
監
に
。
資
愉
宣
金
共
さ
鮒
を
監
厳

山
長
す
吏
ｅ
山
局
山
慮
ｕ
み
山
の

鉱
山
果
官
岬
鉱
督
鉱
顧
鮒
の
鉱
局

　
　
　
宣
ト
つ

　
　
↓
山
．
耐
ｅ
。

　
　
耐
鉱
慧

　
　
ａ
ま
Ｒ
ｏ

　
　
旋
ゴ
ｎ
Ｗ

篭
簑
蟷

織
鯉
鴫

２

，

　
　
ｒ

　
　
ｅ

　
　
ｇ
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“
ａ
“

　
つ
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ｅ
ｒ

　
ｒ
　
ｎ
　
ｇ

　
ｅ
ｈ
　
ｅ

　
就
ｅ
刊

　
　
Ｌ
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脱
Ｇ
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趾
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煎

長
鵬
組
甘

夫
ｂ
有
航

坑
ｃ
ｏ
共
血

級
　
山
Ｐ

上
　
鉱
胱

○
リ
　
　
　
４

ｄｎｕｒｅ
ｇ
１ｅｔＳ町

り

○
晩

長
雌

夫
趾

坑
１
Ｃ

と
曲

長
Ｓ

係
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者
が
令
７
．
■
学
ル
設

　
る
の
命
２
廠
山
〔
校

す
た
相
ｍ
ｕ
笠
学

　
有
つ
蔵
Ｖ
Ｚ
り
こ
山

細
鶯
籔

脇
理
業
”
Ｗ
Ａ
ｅ
ｎ
札
工

黒
鴛
ｈ
ぷ
鴛

・
。
雌
蔦
欄
篤
プ

服
賄
ピ
驚
鴛
の
わ

サ
粛
敦

則
暎
虹
蛛
ヱ
僻
地

職
そ
（
時
Ｏ
Ｍ
．
ｍ
校
一

工立

伽
珊
叢
　
　
晦
峨
弼
触
功
軸
齢

↓
　
転
ｈ
ｎ
　
　
　
）
の
¢
　
　
も
級
に

臣
移
ｏ
ｃ
爬
　
級
１
ｅ
　
　
を
上
）

献
品
泌
ぷ
濃
睾
一

淋
烹
鴛
　
鴛
鴛
材
鴬

劣
一
箏
驚

大
年
立
廿
割
　
実
箒
一
次
問
官

桶
苫
叢
篶
合
学
躯
訓

年
臣
　
年
這
　
　
学
　
つ
通
　
き
↓
ト

真
ツ
雛
　
鴛
忠
閉
讐

浅
箒
鵬
劣
驚

る
乍
日
、
。
益
以
。
該
肺

讐
一
∴
烹
煮

蒜
箏
鮭
集

駐
澄
箒
紗
一

官
蔵
ク
廿
３
年
胎
０
年
帥
ａ
通
実
　
官
　
で
官

峠
饒
鳩
帷
貰
瓢
峰
瓢

１（〕註〔

Ｇ

６

は

帽

旧

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
ブ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
い
ま
、
こ
れ
を
右
岸
の
ば
あ
い
と
比
較
す
る
と
き
、
右
岸
で

の
最
重
要
貢
租
十
分
の
一
税
が
粗
収
益
を
課
税
対
象
と
し
て
そ

の
一
〇
劣
を
徴
収
し
た
の
に
た
い
し
て
左
岸
で
の
比
例
税
が
純

収
益
の
五
・
七
七
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

よ
う
に
、
左
岸
で
の
鉱
業
税
は
利
潤
の
一
分
肢
と
し
て
の
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

を
有
し
、
か
つ
低
率
で
あ
る
こ
と
か
ら
鉱
物
所
有
が
産
業
資
本

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

の
利
益
に
従
属
す
る
近
代
的
租
税
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
右
岸

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
ぼ
あ
い
、
十
分
の
一
税
そ
の
他
を
加
え
て
鉱
山
業
か
ら
全
剰

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、

余
を
収
奪
す
る
ほ
ど
の
高
率
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
機
能
は
の

ち
に
み
る
よ
う
に
ツ
ソ
フ
ト
的
性
格
を
も
つ
鉱
山
共
有
組
合
に

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

お
げ
る
組
合
員
の
分
解
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
利
益

と
収
入
増
大
志
向
を
も
つ
国
庫
利
益
と
が
利
益
共
同
態
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

立
つ
役
割
を
果
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
封
建
的
貢
租
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

の
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
〕

　
Ｂ
鉱
山
行
政
、
と
く
に
『
監
督
原
則
』
。
鉱
山
行
政
組
織
は

　
〔Ｖ

・
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
よ
る
整
備
の
の
ち
、
フ
ラ
ソ
ス
占
領
時
代

の
変
動
を
経
て
、
一
八
一
六
年
に
は
ほ
ぽ
そ
の
姿
容
を
整
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
五
九
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
（
六
〇
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

に
至
っ
た
。
そ
の
間
の
歴
史
的
変
遷
は
第
一
〇
表
の
如
く
で
あ
り
、
そ
の
後
に
姿
容
を
整
え
る
に
至
っ
た
鉱
山
行
政
お
よ
び
鉱
山
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

吏
組
織
を
表
示
し
た
の
が
第
一
一
表
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
鉱
山
官
庁
に
よ
る
鉱
山
行
政
業
務
は
、
～
鉱
業
権
取
扱
い
、
の
鉱
山
警
察
（
思
お
亘
一
置
）
業
務
、
閉
私
的
炭
坑
の
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
財
政
の
指
導
（
訂
巨
轟
ｑ
霧
？
豪
９
げ
等
一
９
窃
昌
Ｐ
憲
易
ぎ
豪
Ｐ
胃
Ｏ
・
－
§
け
彗
Ｎ
８
｝
彗
）
の
三
分
野
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
最
後
の
業
務
が
い
わ
ゆ
る
『
監
督
原
則
』
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
に
当
り
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
私
的
炭
坑
へ
の
包
括
的
な
後
見
を
そ
の

、
　
、
　
　
　
　
　
　
（
８
）

内
容
と
し
て
い
た
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
レ
り
経
営
ブ
ラ
ソ
の
作
成
。
鉱
山
共
有
組
合
と
係
長
の
助
力
の
も
と
で
鉱
山
宣
誓
官
吏
が
企
図
、
整
備
し
、
上
級
鉱
山
監
督
局
お
よ

び
鉱
山
監
督
委
員
局
（
○
訂
｝
ｏ
お
～
昌
誌
、
昌
ｑ
雰
お
～
昌
耳
５
昌
昌
雰
胃
ｏ
目
）
に
よ
り
毎
年
行
わ
れ
る
一
般
視
察
（
ｏ
彗
ｏ
邑
ぎ
寄
～
昌
胴
）

に
よ
り
決
定
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
○
炭
坑
経
営
指
導
。
経
営
プ
ラ
ソ
に
し
た
が
い
鉱
山
監
督
局
ま
た
は
鉱
山
長
に
よ
り
遂
行
。
そ
の
執
行
機
関
は
鉱
山
宣
誓
官
吏
で

あ
り
、
そ
の
下
に
経
営
的
観
点
か
ら
係
長
が
属
し
、
坑
夫
長
を
監
督
し
っ
つ
日
常
的
経
営
指
導
を
行
う
。
ま
た
、
機
械
の
監
視
と
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

導
を
任
務
と
す
る
機
械
親
方
（
置
．
旨
男
Ｏ
巨
亮
目
秦
宍
昌
９
。
っ
奪
）
と
鉱
山
調
査
測
量
技
師
が
こ
れ
と
協
力
関
係
に
立
っ
た
。
経
営
指

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

導
の
内
容
は
同
経
営
指
導
、
旧
坑
夫
統
轄
の
二
っ
に
わ
か
れ
、
倒
に
は
原
料
、
資
材
の
調
達
、
採
炭
量
と
販
売
量
な
ら
び
に
炭
価
の

決
定
等
が
、
伺
に
は
～
坑
夫
、
坑
夫
共
済
紅
合
員
お
よ
び
鉱
山
職
員
の
採
用
と
解
雇
、
側
炭
坑
間
の
坑
夫
移
動
、
ｏ
ｏ
坑
夫
陶
冶
制
度

の
維
持
と
給
料
、
労
働
時
問
規
制
、
等
を
含
ん
で
い
た
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
○
鉱
山
財
政
。
上
級
坑
夫
長
が
係
長
の
作
成
す
る
係
長
仕
訳
帳
（
ｏ
。
け
屠
旦
◎
毫
墨
一
）
を
基
礎
に
給
料
券
（
－
◎
｝
昌
ｏ
箒
一
）
を
作
成
し

て
坑
夫
へ
の
給
料
支
払
い
、
原
料
資
材
供
給
老
へ
の
代
金
支
払
い
等
の
支
払
い
業
務
を
担
当
し
、
坑
夫
長
が
石
炭
販
売
業
務
を
管
轄



し
、
両
者
の
文
書
報
告
に
も
と
ず
い
て
鉱
山
監
督
局
が
配
当
金
と
追
徴
金
（
ト
易
げ
ｇ
ａ
旨
ｑ
Ｎ
亭
易
。
。
ｏ
）
の
確
定
と
そ
の
後
の
措
置
を

決
定
。

　
　
以
上
の
よ
う
に
『
三
月
前
期
』
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
は
鉱
業
権
の
認
可
か
ら
経
営
指
導
、
坑
夫
統
轄
に
ま
で
及
ぶ
広
汎
な
プ
ロ
イ
セ

　
ソ
領
邦
絶
対
主
義
の
後
見
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
後
見
は
、
鉢
甘
発
い
凱
甘
払
ハ
存
紐
Ａ
目
史
ど
旺

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

家
と
の
可
能
な
限
り
大
き
な
利
益
の
た
め
に
、
労
働
者
と
公
共
の
安
寧
を
危
険
と
不
利
に
陥
し
入
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
営
ま
れ
ね

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

ぼ
な
ら
ぬ
と
の
理
念
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鉱
業
権
の
認
可
制
は
、
採
掘
許
可
鉱
区
が
原
則
と
し
て

継
続
的
に
採
掘
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
の
規
定
〔
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
七
章
一
項
（
冒
ｐ
自
Ｈ
．
芦
）
お
よ
び
一
般

ラ
ン
ト
法
第
二
部
ニ
ハ
章
（
瀦
Ｈ
・
。
。
。
戸
弓
、
－
二
－
－
一
。
二
〇
）
〕
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
販
売
を
め
ぐ
る
於
亦
桿
里
小
齢
争
か
抹
除
す

る
目
的
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、
『
監
督
原
則
』
〔
そ
の
詳
細
は
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
二
九
条
一
項
（
Ｏ
老
巨
〆
さ
＊
．
宵
）
に

規
定
〕
は
鉱
山
共
有
組
合
に
最
大
の
利
益
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
亦
夫
か
於
整
し
、
浄
掛
春
か
詐
欺
か
ヅ
宇
か
｛
弥
を
有
し
て
い
た

　
　
　
（
９
）

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
こ
う
し
て
鉱
山
行
政
組
織
は
高
率
鉱
山
貢
租
を
徴
収
す
る
か
わ
り
に
既
存
炭
坑
に
鉱
業
権
の
認
可
制
を
通
じ
て
静
発
掛
与
謄
か
於

証
す
る
と
と
も
に
、
私
的
炭
坑
の
経
営
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
鉢
小
失
存
紐
合
ど
公
払
ハ
小
朴
掛
か
ポ
於
蕗
す
る
役
割
を
担
っ
た
の

．
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
監
督
原
則
』
は
営
業
独
占
制
と
結
合
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
の
ち
に
み
る
よ
う
に
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の

地
位
が
従
来
の
繊
維
工
業
に
か
わ
っ
て
主
導
的
産
業
都
門
へ
と
上
昇
す
る
過
程
で
生
じ
た
『
三
月
革
命
』
期
に
、
　
『
営
業
の
白
由
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
（
加
）
　
、
　
、
　
、

が
す
で
に
ナ
ポ
レ
ォ
ソ
改
革
に
よ
り
導
入
さ
れ
て
い
た
他
産
業
部
門
と
の
対
蛤
い
か
い
心
一
っ
の
争
点
を
形
成
し
た
の
で
あ
っ
た
・

　
〕

　
○
鉱
山
共
有
組
合
と
坑
夫
共
済
組
合
。
鉱
山
貢
租
の
徴
収
源
は
鉱
山
共
有
組
合
で
あ
り
、
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令

　
　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
（
六
〇
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
（
六
〇
二
）

に
よ
り
封
建
杜
会
に
お
げ
る
村
落
共
同
体
ま
た
は
ツ
ソ
フ
ト
制
度
と
類
似
の
性
格
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
結
果
、
　
『
三
月
前
期
』
に
は

ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
展
開
の
桂
稽
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
鉱
山
共
有
組
合
が
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
地
域
で
形
成
さ
れ
て
き
た
要
因
に
っ
い
て
は
す
で
に
・
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ー
ベ
ル
・
ア
イ
ゲ
ソ
テ
ユ
ー
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ソ
タ
ー
．
ア
イ
ゲ
ソ
テ
ユ
ー
ム

客
一
券
器
は
鉱
山
に
た
い
す
る
共
有
緊
に
あ
一
た
一
い
わ
ぼ
鉱
業
特
権
が
上
級
所
有
権
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
下
級
所
有
権
一
。
共

有
関
係
は
三
八
に
分
割
さ
れ
た
黙
志
翫
祭
に
よ
り
表
示
さ
れ
細
）
一
一
－
一
一
と
の
類
似
一
。
静
象
に
ぷ
て
重
要
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ー
フ
ー
セ

思
わ
れ
る
点
を
列
挙
す
る
な
ら
ぱ
っ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ｏ
ｏ
魯
齢
と
し
て
は
二
々
四
の
教
会
と
学
校
に
た
い
す
る
、
追
徴
金
義
務
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

な
く
醐
都
銘
権
利
の
み
を
有
す
る
遮
凱
銘
好
除
鉱
山
持
分
た
ら
び
に
追
徴
金
義
務
を
も
つ
通
常
の
鉱
山
持
分
の
二
種
が
存
在
、
吻
鉱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

山
持
分
は
不
弥
あ
で
あ
り
、
鉱
山
監
督
局
の
鉱
山
登
記
簿
（
雰
長
帽
晶
彗
巨
争
。
Ｐ
○
、
一
づ
ま
一
。
｝
）
に
登
記
、
倒
譲
渡
は
可
能
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
１
５
）

が
・
そ
の
さ
い
の
手
続
き
が
煩
雑
で
あ
り
、
か
っ
分
割
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
の
流
通
は
困
難
、
↑
ｏ
鉱
山
持
分
所
有
者
は
通
常

の
ば
あ
い
配
当
金
権
利
と
追
徴
金
義
務
を
有
し
、
～
酎
争
金
は
、
鉱
山
持
分
が
資
本
金
の
一
部
持
分
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
稼
行
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

結
果
変
動
す
る
利
益
の
蛤
弥
弥
↓
静
～
小
配
当
請
求
権
を
も
有
し
て
い
た
の
に
照
応
し
て
、
本
来
の
利
益
金
十
資
本
分
配
金
に
当
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

ほ
む
迩
歓
金
義
務
は
追
加
資
本
が
必
要
な
ば
あ
い
わ
小
静
良
必
要
額
を
支
払
う
義
務
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
追
加
出
資
に
当
る
。

　
っ
ぎ
に
・
齢
小
払
ハ
存
紐
今
に
っ
い
て
み
る
と
、
旧
配
当
金
に
資
本
分
配
金
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
瞭
な
よ
う
に
そ
の
性
格

は
茎
弧
”
昨
資
本
金
は
追
徴
金
義
務
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
確
定
資
本
を
走
ず
、
貸
借
対
照
表
の
公
開
義
務
の
な
い
こ
と

と
相
壌
一
て
焦
雰
忌
下
を
結
稔
・
）
倒
定
忌
掌
、
霞
隊
と
し
て
総
会
一
。
婁
斤
ｇ
婁
旨
一
一
箏
・
・
一
を
皇
、
鉱

山
持
分
数
に
も
と
ず
く
多
数
決
原
理
で
運
営
、
こ
ご
で
の
意
志
統
一
困
難
を
回
避
す
る
た
め
、
初
期
に
は
ハ
ニ
エ
ル
（
｝
四
、
－
、
－
）
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

ユ
テ
ィ
ソ
ネ
ス
（
ｃ
・
ま
亮
。
・
）
、
フ
ソ
ク
（
ヨ
鼻
）
、
ベ
ソ
ス
ゲ
ソ
（
雲
易
。
・
彗
）
等
の
家
族
グ
ル
ー
プ
支
配
の
鉱
山
共
有
組
合
が
発
生
、



↑
ｏ
掛
仔
齢
蔚
は
鉱
山
共
有
組
合
代
表
で
あ
り
、
『
下
請
人
（
冒
ぎ
蔓
。
・
雪
）
』
、
『
代
理
人
（
一
Ｕ
、
り
目
饒
。
、
一
、
）
』
ま
た
は
『
前
貸
人
（
く
、
、
一
。
・
。
。
、
）
』

　
　
（
２
０
）

と
呼
称
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

　
と
こ
ろ
で
、
鉱
山
共
有
組
合
は
こ
れ
ら
の
機
関
を
通
じ
て
商
人
的
、
坑
夫
的
経
営
指
導
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

小
稿
の
課
題
に
と
っ
て
は
商
人
的
経
営
指
導
の
局
面
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
鉱
山
共
有
組
合
へ
商
人
が
介
入
す
る
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
石
炭
鉱
業
へ
の
商
人
の
介
入
は
一
八
〇
二
年
の
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ソ
上
級
鉱
山
監
督
局
に
た
い
す
る
訓
令
（
一
箏
・
。
け
、
巨
葦
。
箏
　
旨
、
ｏ
與
。
。

Ｃ
．
Ｏ
｝
雰
ぎ
ぎ
○
訂
ま
胃
。
ｑ
｝
昌
片
）
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
鉱
産
物
の
購
入
と
販
売
に
さ
い
し
て
自
由
競
争
が
不
可
欠
の
条
件
、
不
変
の
方

針
、
も
っ
と
も
確
実
な
尺
度
」
で
あ
る
と
プ
ロ
イ
セ
ソ
国
王
が
述
べ
た
こ
と
に
。
端
を
発
し
た
と
い
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
原
則

は
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
地
域
に
適
用
さ
れ
る
に
さ
い
し
て
購
買
者
の
選
択
と
販
売
量
に
た
い
し
て
の
み
通
用
せ
し
め
ら
れ
、
十
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

税
徴
収
の
必
要
か
ら
自
由
な
炭
価
形
成
は
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
販
売
に
二
系
列
が
生
じ
た
。
第
一
は
鉱
山
共
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

組
合
が
一
名
の
坑
夫
長
か
鉱
山
共
有
組
合
員
、
ま
た
は
『
前
貸
人
」
に
そ
の
石
炭
販
売
を
委
託
す
る
ぱ
あ
い
で
あ
り
、
他
は
鉱
山
共

有
組
合
員
へ
の
現
物
分
配
部
分
が
各
人
に
よ
り
販
売
さ
れ
る
ぼ
あ
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
者
の
ば
あ
い
、
採
炭
地
近
辺
で
の
販

売
は
競
争
が
激
し
か
っ
た
た
め
、
漸
次
第
一
の
販
売
系
列
を
担
当
し
た
石
炭
商
に
現
物
分
配
部
分
を
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

し
か
も
そ
の
販
売
価
格
が
非
常
に
不
利
な
も
の
に
、
な
っ
た
た
め
に
苦
情
が
頻
発
し
、
そ
の
結
果
、
二
七
年
に
ド
ル
ト
ム
ソ
ト
上
級
鉱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

山
監
督
局
は
勢
祢
か
酎
小
鈴
心
今
を
出
す
と
と
も
に
〔
実
効
は
薄
い
〕
、
鉱
山
共
有
組
合
の
全
石
炭
販
売
を
組
合
員
の
多
数
決
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

紐
ム
目
卦
小
一
ん
い
蚕
諭
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
石
炭
商
や
運
輸
業
者
が
鉱
山
持
分
を
購
入
し
て
組
合
員
と
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
獲
得
し
て
石
炭
販
売
を
手
中
に
収
め
、
官
庁
決
定
の
公
定
炭
価
で
購
入
し
て
自
己
の
計
算
で
転
売
す
る
こ
と

　
　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ソ
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
六
〇
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
（
六
〇
四
）

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
よ
り
巨
大
な
利
益
を
あ
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
炭
商
兼
組
合
員
と
し
て
多
数
意
見
を
把
握
し
て
鉱
山
共
有
組
合
の
方

針
決
定
権
を
掌
握
す
る
と
と
も
に
、
鉱
山
共
有
組
合
が
そ
れ
自
体
十
分
の
一
税
課
税
額
の
低
評
価
を
有
利
と
し
た
こ
と
を
利
用
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

石
炭
公
定
価
格
が
官
庁
に
よ
り
現
実
の
販
売
価
格
よ
り
可
能
な
限
り
低
く
決
定
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、

　
以
上
の
よ
う
に
一
九
世
紀
初
頭
よ
り
、
と
く
に
二
〇
年
代
末
以
降
石
炭
商
の
鉱
山
共
有
組
合
へ
の
介
入
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

こ
の
点
は
後
段
の
考
察
と
の
関
連
で
は
、
○
ｏ
『
三
月
前
期
』
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
展
開
の
担
い
手
と
な
っ
た
ハ
ニ
ェ
ル
、
シ
ュ
テ
ィ
ソ

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ネ
ス
等
の
石
炭
商
、
運
輸
業
者
の
拾
頭
過
程
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ｏ
こ
の
介
入
は
同
時
に
か
れ
ら
が
鉱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

山
共
有
組
合
内
部
で
の
機
能
資
本
家
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
、
他
の
組
合
員
が
単
な
る
無
齢
掛
甘
鄭
春
に
転
化
し
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
好
況
期
に
お
け
る
鉱
山
共
有
組
合
よ
り
株
式
会
杜
へ
の
、
ま
た
不
況
期
に
お
げ
る
そ
の
逆

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

方
向
へ
の
会
杜
形
態
の
移
行
が
容
易
に
生
じ
え
た
理
由
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
し
か
し
、
当
面
の
考
察
に
と
っ
て
は
鉱
山
共
有
組
合
が
問
屋
制
度
と
類
似
の
形
態
に
再
編
さ
れ
た
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
一
八
世
紀
中
葉
よ
り
進
行
し
た
労
働
す
る
鉱
山
共
有
組
合
員
と
労
働
し
な
い
そ
れ
と
へ
の
坑
夫
の
階
層
分
化
（
第
七
表
参
照
）
、

な
ら
び
に
横
坑
採
掘
か
ら
さ
ら
に
深
部
採
掘
（
畠
ｏ
宇
、
一
）
へ
の
移
行
に
伴
う
必
要
資
本
の
増
大
と
を
前
提
条
件
と
し
て
、
い
ま
や
石

炭
商
が
流
通
過
程
を
掌
握
し
て
鉱
山
共
有
組
合
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
問
屋
制
度
の
形
成
と
類
似
の
過
程
が
進
行
し
た

　
　
　
　
（
２
５
）

の
で
あ
っ
た
。
鉱
山
共
有
組
合
は
鉱
業
権
の
認
可
制
に
よ
り
営
業
の
継
続
が
保
障
さ
れ
、
ま
た
そ
の
代
り
に
徴
収
さ
れ
る
高
率
鉱
山

貢
租
に
よ
り
鉱
山
共
有
組
合
間
お
よ
び
そ
の
内
部
で
の
階
層
分
化
の
進
行
が
阻
止
さ
れ
、
こ
う
し
た
権
力
と
の
利
益
共
同
態
関
係
に

お
い
て
そ
の
ツ
ソ
フ
ト
的
制
度
を
保
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
い
卦
や
除
ル
小
支
酎
か
か
瞭
仏
か
か
む
レ
わ
か
い
、
謄
か
い
か
か

、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、

ら
と
の
提
携
の
み
で
な
く
、
働
く
坑
夫
を
自
己
の
杜
会
的
基
盤
に
繋
ぎ
と
め
て
お
く
こ
と
を
益
々
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。



こ
の
役
割
を
担
っ
た
の
が
坑
夫
共
済
組
合
で
あ
っ
た
。

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
坑
夫
共
済
組
合
は
本
来
坑
夫
職
業
の
特
性
と
し
て
の
労
働
と
危
険
の
共
同
性
、
鉱
山
業
の
僻
地
へ
の
分
散
状
況
か
ら
各
鉱
山
で
最

広
義
の
坑
夫
問
相
互
扶
助
の
必
要
が
生
じ
、
坑
夫
が
〔
発
的
に
結
合
し
て
彩
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
リ
ｆ
ド

リ
ッ
ヒ
大
王
は
プ
ロ
イ
セ
ソ
領
の
マ
ソ
ス
フ
ェ
ル
ト
、
ジ
ー
ゲ
ソ
、
二
ー
ダ
ー
・
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ソ
、
ま
た
非
プ
ロ
イ
セ
ソ
領
の
ハ

ル
ツ
、
ザ
ク
セ
ン
、
べ
ー
メ
ソ
よ
り
ル
ー
ル
地
方
へ
坑
夫
を
誘
致
す
る
に
当
り
、
坑
夫
に
諸
特
権
を
与
え
る
か
わ
り
に
、
か
れ
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

国
家
秩
序
に
す
す
ん
で
服
従
す
る
臣
下
た
ら
し
め
る
目
的
で
こ
の
制
度
を
上
か
ら
把
握
、
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
坑
夫
共
済
組
合
の
木
来
の
役
割
は
坑
夫
の
相
互
扶
助
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
っ
た
。
岬
支
出
。
○
Ｄ
傷
害
、
疾
病

の
ば
あ
い
、
黒
字
鉱
山
で
は
毎
週
八
シ
ュ
テ
ユ
ー
バ
ー
、
赤
字
鉱
山
の
と
き
四
シ
ュ
テ
ユ
ー
バ
ー
、
未
亡
人
と
遺
児
に
た
い
し
て
も

同
、
似
療
疾
事
故
の
ぼ
あ
い
は
さ
ら
に
治
療
、
養
護
費
と
し
て
週
二
〇
シ
ュ
テ
ユ
ー
バ
ー
、
未
亡
人
と
教
育
過
程
に
な
い
遺
児
に
は

毎
月
小
額
、
岬
移
住
し
て
労
働
を
求
め
る
と
き
は
事
情
に
応
じ
て
路
銀
（
墨
・
お
竃
）
、
↑
ｏ
遺
児
の
授
業
料
（
ｃ
．
ｏ
巨
冨
５
、
伺
死
亡
の

と
き
の
埋
葬
料
、
等
を
支
給
。
日
収
入
。
い
賃
銀
の
一
弛
劣
徴
収
〔
旧
慣
で
あ
っ
た
白
由
意
志
に
ょ
る
『
救
済
箆
醸
金
（
、
。
望
Ｏ
茅
彗
。
・
Ｏ
巳
、
）
』

の
名
称
を
引
っ
ぐ
〕
、
似
無
給
作
業
方
お
よ
び
休
業
方
金
（
厚
夢
・
巨
Ｏ
巨
睾
昌
ｑ
宗
庁
ｈ
。
・
Ｏ
巨
Ｏ
軍
雪
。
・
Ｏ
巨
胃
）
、
に
幻
結
婚
証
明
書
手
数
料
（
箏
．

ｐ
易
ｇ
ｏ
夏
ｏ
巨
享
彗
）
、
↑
ｏ
昇
進
に
さ
い
し
て
の
支
払
金
（
ｓ
巨
昌
。
ｑ
置
雰
季
ｑ
胃
…
。
ｑ
彗
）
、
伺
坑
夫
共
済
組
合
へ
の
登
記
料
、
ゆ
罰

　
　
（
２
７
）

金
、
等
Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
、
坑
夫
共
済
組
合
員
は
一
七
六
七
年
五
月
ニ
ハ
ロ
の
坑
夫
の
一
般
特
権
令
に
よ
り
終
身
の
宣
誓
坑
夫
と
し
て
鉱
山
官
庁

の
坑
夫
共
済
組
合
登
録
簿
（
委
老
？
〇
一
邑
琴
邑
乙
。
訂
『
）
に
登
記
さ
れ
、
い
兵
役
免
除
、
似
貨
幣
に
よ
る
共
同
体
奉
仕
義
務
の
免
除
、

に
幻
租
税
、
関
税
、
軍
隊
宿
泊
所
提
供
義
務
よ
り
の
免
除
、
↑
ｏ
鉱
山
官
庁
の
鉱
山
な
ら
び
に
都
市
裁
判
権
に
服
属
、
等
の
諸
特
権
が
与

　
　
　
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
（
六
〇
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ
　
（
六
〇
六
）

え
ら
れ
、
こ
の
う
ち
一
八
一
六
年
の
鉱
山
行
政
再
編
に
さ
い
し
て
租
税
、
兵
役
免
除
等
の
特
権
は
未
更
新
に
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

プ
ロ
イ
セ
ソ
国
王
の
特
別
の
保
護
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
身
分
意
識
が
生
じ
、
二
四
年
二
一
月
一
四
日
の
坑
夫
共
済
組
合
令
（
穴
§
署
．

。
。
Ｏ
罫
雰
◎
邑
…
轟
壁
二
庁
団
０
包
窒
討
巨
ｑ
彗
雰
Ｎ
守
ぎ
目
Ｐ
霧
旨
等
匡
乙
。
Ｏ
｝
９
昌
ｑ
雰
乙
。
Ｏ
箏
一
オ
¢
邑
Ｏ
易
争
彗
団
胃
電
冒
詠
）
に
よ
り
従
来
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

由
意
志
に
よ
る
加
入
が
加
入
強
制
に
更
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
坑
夫
身
分
の
特
殊
表
示
の
た
め
に
儀
式
等
で
の
制
服
着
用
が
定
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
権
に
加
え
て
、
坑
夫
共
済
組
合
員
は
鉱
山
官
庁
が
採
用
、
解
雇
、
労
働
時
問
、
労
働
場
所
、
賃
銀
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

を
決
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
就
業
と
収
入
を
保
障
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
非
特
権
、
非
終
身
坑
夫
（
雰
尋
晶
ｏ
事
毒
Ｈ
）
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
、

他
部
門
労
働
者
に
た
い
し
て
優
越
し
た
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
坑
夫
共
済
組
合
は
上
か
ら
把
握
さ
れ
、
プ

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ロ
イ
セ
ソ
領
邦
絶
対
主
義
の
杜
会
的
基
盤
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
三
月
前
期
』
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
は
以
上
の
よ
う
な
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
の
法
律
構
造
の
制
縛
下
に
お
か
れ
、

そ
の
展
開
に
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
阻
止
条
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
制
約
の
も
と
で
ル
ー
ル
石
炭

鉱
業
は
進
展
を
遂
げ
て
い
き
、
っ
い
に
鉱
業
法
の
改
正
を
日
程
に
載
せ
る
ま
で
に
至
り
、
こ
れ
が
『
三
月
革
命
』
期
に
一
争
点
を
捗

成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
っ
ぎ
に
『
三
月
前
期
』
ル
ー
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
過
程
と
そ
の
結
果
提
起
さ
れ
た
鉱
業
法
の
改
革
要

求
に
つ
い
て
の
考
察
に
す
す
み
た
い
と
思
う
。

　
　
（
１
）
く
。
・
－
．
里
尋
薫
ｏ
巨
馬
〆
Ｈ
Ｈ
．
Ｐ
畠
ｏ
．
ｏ
。
印
心
轟
～
ミ
９
畠
¢
○
量
穿
罫
津
峯
胃
斤
．
ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
』
震
２
畠
岬
．

　
　
（
２
）
望
尋
ざ
ぎ
巨
轟
曽
Ｈ
．
ｏ
ｏ
．
畠
Ｐ
ｇ
ｏ
Ｏ
§
オ
ｏ
罫
津
峯
胃
斤
．
ｏ
ｏ
．
蜆
軍

　
　
（
３
）
望
尋
庁
宥
Ｈ
昌
胴
さ
Ｈ
．
ｃ
ｏ
．
塞
べ
．

　
　
（
４
）
く
。
・
－
．
曇
Ｐ
ｏ
ｏ
ｃ
ｏ
』
・
。
・
。
～
・
。
・
。
ｏ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
’
、
　
、
　
、

　
　
（
５
）
　
な
お
、
こ
こ
で
ラ
イ
ン
河
右
岸
と
左
岸
に
お
げ
る
地
表
所
有
権
者
に
た
い
し
て
支
払
わ
れ
た
鉱
区
使
用
料
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

““
｛

’

＾

山………
｝“山

＾山
山－

山
………

…舳凸｛＾小
舳山“

ｈ



　
　
　
ま
ず
、
存
崇
も
｛
鉱
区
使
用
料
は
、
↓
Ｓ
畠
甲
声
高
き
０
、
と
呼
ぼ
れ
、
ヴ
ニ
ス
ト
フ
ア
ー
レ
ソ
地
方
で
は
古
い
由
来
を
有
し
て
い
た
。

　
す
な
わ
ち
、
土
地
所
有
権
者
の
損
失
に
た
い
す
る
補
償
と
し
て
、
一
部
は
石
山
灰
で
、
一
部
は
損
失
の
査
定
に
ょ
り
支
払
わ
れ
て
い
た
と
い

　
　
わ
れ
令
　
修
正
ク
レ
ー
フ
ェ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
三
〇
章
三
項
（
。
・
。
◎
苫
）
に
お
い
て
は
、
鉱
区
使
用
料
は
回
牧
草
地
と
耕
地
の
ば
あ
い

　
　
毎
月
六
五
フ
ァ
ス
（
冒
団
）
〔
以
前
は
毎
日
一
フ
ア
ス
〕
、
旧
森
林
地
と
叢
林
の
ぼ
あ
い
毎
月
二
二
〇
フ
ア
ス
〔
以
前
は
毎
日
上
、
フ
ア
ス
〕
と
規
定

　
　
さ
れ
た
（
ｇ
ｏ
ｏ
ｓ
汐
ｏ
ぎ
箏
く
胃
ぎ
９
畠
・
◎
・
９
江
巨
。
一
申
ｐ
ｐ
印
ｏ
。
算
）
。

　
　
　
お
串
小
｛
一
八
一
〇
年
四
月
二
一
日
の
フ
ラ
ン
ス
鉱
業
法
に
よ
り
、
地
表
所
有
権
老
に
奪
わ
れ
た
用
益
ま
た
は
地
表
の
損
害
に
・
た
い
す

　
　
る
不
時
の
補
償
を
除
き
、
土
地
所
有
権
補
償
（
筆
・
Ｏ
き
己
§
巨
。
。
．
■
目
け
。
。
。
一
、
葦
・
・
貫
。
・
・
）
が
支
払
わ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
こ

　
　
れ
は
通
常
地
代
（
？
；
ま
旨
）
と
呼
ば
れ
、
額
は
常
業
認
可
文
書
（
穴
。
づ
、
。
乙
。
。
。
一
。
昌
。
。
、
５
に
お
小
イ
雌
徒
“
叱
、
ラ
イ
ソ
．
プ
ロ
イ
セ
ソ
叱

　
　
デ
イ
ー
ア
ガ
ル
ー
鉱
区
の
ば
あ
い
、
モ
ル
ゲ
ソ
当
り
さ
‘
“
．
一
ぷ
で
あ
り
、
こ
れ
は
非
席
准
鴻
エ
マ
３
烹
パ
、
ら

　
　
◆
小
沁
か
い
土
地
所
有
の
分
裂
が
甚
し
か
っ
た
の
で
徴
収
さ
れ
た
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
お
、
六
五
年
の
プ
ロ
ィ
セ
ン
一
般
鉱
業
法
で

　
　
応
新
認
可
（
寿
毫
邑
警
昌
。
・
ｇ
）
に
た
い
し
て
は
鉱
区
使
用
料
を
廃
止
し
、
古
い
次
坑
か
ら
は
徴
収
さ
れ
う
る
が
、
し
か
し
償
却
と
時
効

　
　
が
認
め
ら
れ
た
（
勺
巨
色
Ｏ
ぎ
ご
曇
ピ
Ｈ
・
Ｃ
０
』
杜
○
・
）
。

（
６
）
　
向
鼻
ま
ｏ
ぎ
巨
長
．
〆
ｃ
。
・
鼻
よ
り
作
成
。

（
７
）
　
Ｈ
巨
Ｐ
ｏ
ｏ
ｃ
。
．
ま
～
曽
・
よ
り
作
成
。

（
８
）
　
く
ｏ
ｑ
－
・
曇
Ｐ
ｏ
っ
・
一
９
ｃ
ｏ
ｃ
っ
』
Ｎ
～
墨
・
○
．
声
宗
－
昌
彗
Ｐ
９
臥
。
。
冨
一
邑
ｏ
思
片
、
－
。
げ
乙
。
く
。
、
｛
、
乙
。
。
。
岸
、
、
。
・
一
。
。
奉
・
ｏ
Ｏ
ｃ
ｏ
・
塞
～
ミ
．
な
お
、
『
監
督
原

　
　
則
』
の
定
義
は
「
領
地
（
寿
寡
・
麦
ｈ
冨
ま
９
）
の
全
鉱
山
業
は
私
的
所
有
の
も
の
で
あ
っ
て
も
領
邦
君
主
の
鉱
山
官
庁
の
直
接
的
指
導
に
・

　
　
服
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
修
正
ク
レ
ー
フ
エ
・
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
で
は
「
す
べ
て
の
炭
坑
は
鉱
山
官
庁
の
監
督
の
も
と
で
経
営
さ
れ
ね
ぼ

　
　
な
ら
ぬ
」
と
規
定
さ
れ
た
（
オ
・
穿
・
プ
、
、
、
・
、
。
○
・
Ｃ
っ
・
Ｏ
．
）
。

（
９
一
冒
多
匡
套
レ
．
・
。
・
つ
．
竃
～
軍
９
二
艮
。
。
婁
ヰ
夢
亭
・
。
・
竃
・

（
！
０
）
　
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

（
ｕ
）
　
な
お
、
鉱
山
共
有
組
合
の
発
生
に
１
っ
い
て
は
鉱
業
特
権
と
の
関
連
で
長
い
論
争
史
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
の
概
略
に
っ
い
て
は
、

　
　
く
。
ｑ
；
き
Ｃ
・
婁
雪
Ｏ
・
。
・
く
・
菱
募
§
Ｏ
署
集
。
。
・
茎
§
姜
喜
・
。
。
。
一
一
－
。
。
｝
、
＝
昌
肉
員
プ
、
げ
。
、
曹
、
目
；
、
く
。
、
。
。
。
巨
。
．

　
　
げ
昌
。
・
竃
昌
＝
；
・
彗
¢
曇
・
亭
Ｐ
蚕
麦
叩
彗
ヲ
妻
○
・
・
。
・
。
・
Ｈ
～
閉
・

（
１
２
）
　
９
０
ｏ
書
胃
３
ｐ
・
與
・
○
・
ｏ
ｏ
・
Ｈ
仁
・

魯
句
．
Ｃ
つ
婁
頁
・
・
○
．
ぴ
ご
一
と
．
妻
薫
壬
弩
昌
・
；
雲
ま
・
巨
巨
目
・
・
。
。
一
一
箏
一
。
箏
く
。
箏
一
、
目
一
箏
。
目
・
つ
一
、
一
。
－
。
、
■
自
一
、
、
目
。
プ
．

　
　
昌
－
昌
。
・
９
ぎ
雲
・
募
・
干
オ
・
。
。
豪
辱
雪
一
邑
易
事
。
・
・
菱
』
・
き
昌
＝
竃
卜
・
。
・
Ｎ
Ｈ
・

　
　
ル
ｉ
ル
石
炭
鉱
業
の
展
開
と
プ
ロ
イ
セ
ン
鉱
業
法
Ｈ
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
（
六
〇
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
六
〇
八
）

（
ｕ
）
　
Ｏ
・
○
◎
Ｈ
ｑ
の
ｏ
｝
旨
・
－
Ｐ
一
　
ｐ
・
Ｐ
　
○
’
　
９
０
Ｎ
．
　
句
．
Ｃ
ｏ
ｏ
｝
Ｈ
饒
ａ
■
　
Ｐ
　
四
．
○
．
９
ｏ
◎
一
９
Ｈ
Ｈ
．
〇
一
〇
〇
一
Ｕ
｝
叫
『
ｐ
戸
　
”
．
申
　
Ｏ
．
９
Ｈ
卜

（
１
５
）
　
『
ｏ
ｏ
ｏ
巨
鼻
員
Ｐ
～
・
９
９
り
・
鉱
山
持
分
が
分
割
可
能
で
あ
っ
た
結
果
、
そ
れ
か
ら
生
じ
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
数
字
め
系
列
の
例
と

　
　
し
て
、
く
・
・
－
曇
Ｐ
ｃ
ｏ
ｇ
Ｈ
Ｈ
～
Ｈ
Ｎ
・
ま
た
、
Ｆ
・
ハ
ニ
ェ
ル
が
鉱
山
持
分
を
獲
得
し
て
鉱
山
共
有
組
合
に
介
入
す
る
の
に
長
年
月
の
忍
耐

　
　
強
い
努
力
を
強
い
ら
れ
た
例
と
し
て
、
く
。
・
－
・
甲
ｏ
ｏ
肩
艘
昌
彗
ｐ
～
・
申
○
・
ｏ
ｏ
ｃ
ｏ
・
Ｈ
轟
～
－
違
・

（
１
６
）
　
『
ｃ
ｏ
ｏ
巨
暮
胃
一
Ｐ
Ｐ
○
．
ｃ
つ
．
ｏ
．
ｏ
つ
ｃ
つ
．
Ｈ
０
。
～
宕
．
ｃ
Ｏ
ｃ
ｏ
．
胃
～
Ｓ
．

（
１
７
）
　
会
杜
形
態
の
視
点
か
ら
み
る
と
き
、
鉱
山
共
有
組
合
は
船
舶
共
有
組
合
と
類
似
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。
会
杜
諸
形
態
の
う
ち
で
こ
れ

　
　
ら
が
も
っ
た
諸
特
徴
に
つ
い
て
は
、
大
塚
久
雄
『
株
式
会
杜
発
生
史
論
』
上
巻
、
頁
五
三
～
六
〇
、
ニ
ハ
六
～
一
九
三
が
参
照
さ
る
べ
き

　
　
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
有
し
た
当
座
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
同
書
、
頁
五
九
、
一
七
三
～
一
七
四
を
参
照
の
こ
と
。

（
１
８
）
　
句
．
ｃ
ｏ
ｏ
巨
鼻
ｏ
■
Ｐ
Ｐ
○
．
ｃ
つ
．
ｏ
．
ｃ
ｏ
．
ｏ
◎
．
ｏ
つ
．
自
．

（
１
９
）
暴
９
券
婁
津
豪
亭
簑
切
｝
Ｏ
・
塞
雪
｝
昌
－
貫
Ｐ
凹
．
○
．
・
。
９
竃
～
軍
甲
ｃ
・
・
婁
雪
四
；
．
Ｐ
ｃ
・
．
－
Ｈ
．
○
．
Ｏ
筆
邑
戸

　
　
四
一
ｐ
　
〇
一
ｃ
〇
一
Ｈ
卜

（
２
０
）
　
向
昌
乏
ｏ
訂
Ｈ
昌
ｏ
ｑ
．
〆
ｃ
つ
．
旨
．
一
Ｕ
庁
○
Ｓ
オ
ｏ
罫
ま
く
胃
汗
ｃ
ｏ
．
岬
Ｓ
．

（
２
１
）
　
戸
ｃ
ｏ
ｏ
巨
邑
９
中
中
９
９
竃
・
な
お
、
こ
こ
で
Ｆ
・
シ
ュ
ソ
ダ
ー
は
一
八
六
五
年
の
プ
ロ
ィ
セ
ン
一
般
鉱
業
法
に
も
と
ず
く
、

　
　
い
わ
ゆ
る
新
法
の
鉱
山
共
有
組
合
（
Ｏ
。
ミ
。
、
斤
乙
。
。
ブ
”
ヰ
。
、
自
。
、
。
箏
零
Ｏ
豪
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
　
こ
の
こ
と
は
修
正
ク
レ

　
　
ー
フ
ェ
．
マ
ル
ク
鉱
業
条
令
に
も
と
ず
く
、
い
わ
ゆ
る
旧
法
の
鉱
山
共
有
組
合
（
○
署
睾
界
Ｏ
ぎ
饒
筆
零
雪
内
Ｏ
Ｏ
豪
）
に
つ
い
て
も
妥
当
す

　
　
る
の
み
で
た
く
、
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
て
問
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
２
２
）
　
な
お
、
鉱
夫
的
経
営
指
導
の
局
面
の
形
成
過
程
は
下
請
組
制
度
の
そ
れ
と
の
関
連
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

　
　
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
野
英
二
、
前
掲
書
、
頁
三
三
四
以
下
が
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
３
）
霊
易
Ｕ
、
署
・
胃
彗
員
宗
二
茎
昌
ｐ
・
二
§
雰
弩
；
二
警
ま
・
昌
嚢
亭
く
胃
量
ぎ
轟
琴
内
目
薫
・
巨
撃
・
お
毒
鼻
９

　
　
竺
夢
宇
；
二
・
募
・
ぎ
ヨ
・
琴
罫
｛
屠
馨
豪
筈
．
自
・
Ｓ
易
。
・
蕎
げ
彗
く
冒
夢
二
串
一
９
雰
；
．
嚢
巨
戸
思
ま
目
宕
０
９
９
旨
９

（
２
４
）
く
。
・
－
．
曇
Ｐ
ｃ
ｏ
．
Ｈ
§
ｃ
ｏ
ｃ
。
．
お
◎
～
お
。
。
．

（
２
５
）
　
こ
の
過
程
の
理
論
的
説
明
と
し
て
は
、
斎
－
く
・
考
９
胃
一
中
Ｐ
ｇ
ｃ
ｏ
ｇ
Ｈ
ミ
～
－
婁
黒
正
、
青
山
訳
、
頁
三
三
二
～
三
三
三
。

（
２
６
）
戸
・
。
・
｝
旨
寧
二
；
・
９
９
雇
・
○
・
ま
９
§
員
目
二
・
・
邑
・
団
等
堅
。
・
毒
｛
婁
昌
帽
易
奉
リ
睾

（
２
７
）
良
ｏ
○
§
オ
ｏ
罫
津
峯
胃
汗
９
蜆
仁
ト
Ｐ
目
罵
一
～
．
Ｐ
○
．
ｃ
ｏ
９
芦
。
・
２
肯
ｏ
．
『
ｃ
ｏ
ｏ
巨
邑
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